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────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会令和２年12月会議を開会します。 

  現在の出席議員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

  ────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（大西 智君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、５番、立野議員、７番、千葉議員

を指名いたします。 

  ───────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告について 

○議長（大西 智君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告は、お手元に配付のとおりでありますので、これでご了承願います。 

  ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告を願います。 

  千葉委員長。 

○議会運営委員会委員長（千葉 薫君） それでは、所管事務調査報告書を読み上げます。 

  所管事務調査報告書。 

  令和２年12月10日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

議会運営委員会委員長、千葉薫。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会令和２年12月会議の運営について。 

  ２、調査日、令和２年12月３日、木曜日。 

  ３、出席委員。私のほかに、下道副委員長、越前谷委員、立野委員、五十嵐委員でござい

ます。 

  ４、委員外としまして、大西議長、板垣副議長に出席をいただいております。 

  ５、説明員でございます。遠藤副町長に説明を頂いております。 

  ６、結果でございます。洞爺湖町議会の会期等に関する条例第２条第１項に基づく洞爺湖

町議会令和２年12月会議について本委員会を開催し、議会運営のための所要の協議を行い、

その結果は次のとおりであります。 

  会議期間について、12月10日から12月15日まで。 

  審議日程につきましては、裏面のとおり本会議。 
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  なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組として、次のことを決定しました。 

  議場内では、議員、職員の全員がマスクを着用することとし、入室前に手のアルコール消

毒を行うこととする。 

  議会の傍聴は行わないこととする。 

  現在、感染者が増加傾向にあることなどから、会議時間の短縮に向けた運営に協力をする。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

  本会議の会議期間については、本日から15日までといたしますので、議会運営にご協力を

お願い申し上げます。 

  なお、先ほど千葉委員長のほうから報告があったように、会議時間の短縮に向けた議会運

営に取り組みたいと思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。 

  ───────────────────────────────────────── 

◎行政報告について 

○議長（大西 智君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育長からの行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、町長の行政報告を許します。 

真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺湖町議会令和２年12月10日、洞爺湖町議会会議に、町の行政報告

を申し上げます。 

１として、寄附についてでございます。 

  前会議から本会議までの間、次の方々より寄附の申し出があり、ご厚志に添うようありが

たく受納いたしました。 

  （１）の金員の寄附でございます。アとして、札幌市北区新川４条３丁目３番７号、株式

会社昭和プラント、代表取締役山田力也氏でございます。金額は10万円でございまして、新

型コロナウイルス感染症対策として寄附を頂いております。 

  イとして、洞爺湖町泉34番地１、土井鉄雄氏でございます。金額は１万円でございまして、

子供たちのために寄附を頂いております。 

  ウとして、匿名でございまして、金額で10万円、文化団体協議会活動費として寄附を頂い

ております。 

（２）として、これも金員の寄附、ふるさと納税寄附金として、今回、個人、匿名含む

422件、累計で2,062件、今回の寄附の総額が1,018万2,000円でございます。累計で4,071万

円でございます。 

  （３）として、物品の寄附でございます。アとして、洞爺湖町高砂町37番地１、高砂団地

２号棟202号室の一條昭子氏、手作り布マスク102枚を頂いております。 

イとして、洞爺湖町地域食堂への食材等として延べ14件、内訳等につきましては、以下各

種事務事業の取組状況に記載をさせていただいております。 
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２番目といたしまして、町内での新型コロナウイルス感染者の確認についてでございます。 

一昨日、町内の医療機関の入院患者が、新型コロナウイルスに感染したことを確認しまし

た。また、同医療機関より、さらに入院患者２名、病棟職員１名の３名が感染されたことが

公表されております。感染された方々に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早

い回復をお祈りいたします。 

感染の状況につきましては、80歳代の女性２名と90歳代の女性２名とのことであります。

さらに確認された３名の方の感染状況は、今のところ詳細が判明しておりません。現在、室

蘭保健所の指導の下、病院内の消毒の徹底や患者、職員の皆様の接触歴や行動歴の確認を

行っていると報告を受けております。町といたしましては、この感染を受け、できる限りの

支援を行う旨を病院側に伝えたところでございます。 

また、昨日、対策本部会議を開催し対応を協議しましたが、今後の感染状況を確認しなが

ら必要な対策を講じることといたしました。これ以上の感染拡大とならないよう、年末年始

を迎える時期のお願いとなりますが、一日も早い町内での収束に向けて、町民の皆様に対し、

札幌市など外出自粛要請がされている地域との不要不急の往来を控えること、同居者のみの

場合を除いて、自宅を含む飲食の場面において、５人以上や２時間を超える長時間の飲食を

控えること、マスク着用、手洗い、消毒の徹底、風邪症状等が見られる場合は、外出を控え

るとともに、かかりつけ医などへの電話相談といった予防対策をお願いしたところでござい

ます。 

最後になりますが、感染者やそのご家族の方々、さらには医療従事者の方々に対する差別

や偏見、誹謗中傷は決して許されません。新型コロナウイルス感染症は、誰しもが感染しう

る病気です。同じ町民同士、相手を思いやる気持ちを持って冷静に行動できるよう、議員各

位にかれましてもご協力お願い申し上げます。 

３番目として、北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使についてでございます。 

2021年の北海道日本ハムファイターズ応援大使市町村に洞爺湖町が選ばれ、応援大使とし

て堀瑞輝選手、秋吉亮選手、ドリュー・バーヘイゲン選手の３名が選出されました。この取

組は、日本ハムファイターズの北海道移転10年目を記念して、2013年よりスタートした企画

で、球団所属の選手が地域貢献活動の一環として、道内市町村のまちづくりに寄与する応援

大使となり、町の観光ＰＲや各種プロモーション活動を応援する取組で、本年までに144市

町村の応援大使を務めております。来年は、今回選出された応援大使３名と連携した洞爺湖

町のＰＲ活動を展開するほか、北海道日本ハムファイターズの応援企画を実施してまいりま

す。 

４として、課税限度額改正に係る国民健康保険運営協議会答申についてでございます。 

本年10月に諮問しておりました国民健康保険税課税限度額の改正につきまして、洞爺湖町

国民健康保険運営協議会から11月６日に答申を頂きました。答申は、一般会計から多額の基

準外繰入れを受け国民健康保険財政を運営している現状や、市町村が北海道に納付する国保

事業費納付金が法定限度額を基準に積算されるなど、課税限度額引上げの有無に係る国保財
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政に与える影響を鑑み、限度額の引上げはやむを得ない判断であるとの答申内容となってお 

ります。 

内容としては、医療分及び介護納付金分の課税限度額を、令和２年度の国の基準である法

定限度額に令和３年度から引き上げるものであります。 

なお、本会議に洞爺湖町国民健康保険税条例の一部改正案を提出しておりますので、よろ

しくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

五つ目に、洞爺湖温泉地区の横断歩道の設置についてでございます。 

平成26年度以降継続して要望活動を行っておりました、洞爺湖温泉地区の道道洞爺湖登別

線の交通安全施設整備のうち、珍小島付近に要望の横断歩道について、11月30日をもって、

横断歩道の標識設置及び車道上のライン引きが終了し供用開始した旨、伊達警察署交通課よ

り連絡がありました。 

町といたしましては、今回の横断歩道の設置と合わせて、周辺の交通安全環境の整備に努

めてまいりたいと考えております。 

また、要望事項のうち、市街地の伊達信用金庫洞爺温泉支店横交差点の信号機並びに横断

歩道の整備につきましては、引き続き、一日も早い整備実現に向け北海道公安委員会に働き

かけてまいります。洞爺湖町議会をはじめ、関係団体の皆様のご協力に感謝を申し上げます。 

六つ目に、洞爺湖温泉冬花火大会の開催についてでございます。 

観光庁が募集しておりました誘客多角化等のための魅力的なコンテンツの造成事業に、洞

爺湖温泉観光協会が「洞爺湖温泉冬花火大会」の応募をしたところ、事業採択となり、音楽

とのコラボレーションによる花火大会を実施しております。洞爺湖温泉本社前桟橋を会場に、

12月１日から２月14日までの76日間、20時30分から約５分間の打ち上げとなっております。 

大きい七つ目として、各種事務事業の取組状況についてでございます。 

前会議から本会議までの各種事務事業の取組状況について、次のとおり報告をさせていた

だきます。なお、朗読については省略をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

次に、教育長の行政報告を許します。 

皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 教育委員会の行政報告を申し上げます。 

一つ目に、本町保育所と入江保育所の統合移築に係る移築先の見直しについてでございま

す。 

本町保育所と入江保育所の統合移築につきましては、移転先を虻田小学校とし、余剰教室

の活用により新あぶた保育所を運営することで令和元年度に方向性を決定し、取組を進めて

いましたが、「ポストコロナ期における新たな学びの在り方」として国において小中学校の

少人数学級実現に向けた動きが出ている状況にあり、現在、決定している計画をそのまま進

めた場合、今後、国において本格的に少人数学級実現へ動き出したとき、活用すべき空き教
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室がない状態となり、校舎の増築により教室を確保する必要に迫られるなど、新たな課題が

出てくることが想定されます。虻田小学校への統合移築は、同校の学校運営に支障がないこ

とが大前提の上に決定しているものであり、国の今後の動向が見えてきている状況にあって

は、虻田小学校の学校本来の機能の維持向上を優先すべきであって、かつ、今後、国から打

ち出される少人数学級実現に向けた施策に迅速に取り組むには、空き教室を確保することが

必要な状況と判断するに至ったところでございます。 

このことから、教育委員会としましては、統合移築先に決定している虻田小学校を見直す

に当たり、「ポストコロナ期における学びの在り方を踏まえた新あぶた保育所建設の基本方

針」を策定して検討を進め、健康福祉センターと地域交流センターとあぶた読書の家に囲ま

れた町有地であるみんなの森公園付近を新たな統合移築先の候補地として選定をしました。 

今後におきましては、保育所入所児童の保護者をはじめ町民皆様への説明会を開催をし、

理解を深めながら進めてまいります。 

なお、本年度予算において、虻田小学校へ統合移築として基本設計業務に係る費用を計上

しておりましたが、統合移築先の見直しにより減額の補正予算案を本議会に提案しておりま

すので、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

二つ目に、新型コロナウイルス感染症に関する対応等について（その10）についてでござ

います。 

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について、次のとおり報告いたします。 

（１）学校行事及び保育所行事の対応についてでございます。北海道新型コロナウイルス

感染症対策本部は、北海道内の11月以降の新規感染者数の急増などを踏まえ、警戒ステージ

を「ステージ３」に引上げ、また、急激な感染拡大をしている札幌市は「ステージ４相当」

として、11月７日から27日までを集中対策期間として取組が進められてきましたが、感染拡

大の勢いが止まらないことから、集中対策期間を12月11日まで延長し、さらなる感染拡大防

止対策が実施されています。 

道内の学校においても児童生徒等の感染事例が全域に急増しており、感染症対策のさらな

る強化と徹底が求められており、町内の小中学校から感染者を出さないよう、「学校におけ

る新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校の 新しい生活様式』～」

に基づいた基本的な感染症対策の徹底などを図っているところですが、これら対策のほか、

以下の学校行事についても原則見合わせることとし、期間は各小中学校の２学期の終業日ま

でとしていますので、ご報告をいたします。 

①学校職員が参加する各種会議等、②保護者の来校による各種行事等、③外部講師を招い

ての各種行事等、④その他、必要性や緊急性のない各種行事や各種会議等。なお、事情によ

り実施の必要性のある場合につきましてはこの限りではないが、感染症対策を万全とするこ

と。 

各保育所の行事についても、小中学校の行事と同様の対応をすることとし、期間を12月末

までとしていること、また、中学校の部活動については、12月13日まで活動を見合わせてい
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ますので、併せてご報告いたします。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で行政報告を終わります。 

  ────────────────────────────────────────── 

◎報告第４号の上程、説明、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第４、報告第４号総務常任委員会所管事務調査報告についてを議

題といたします。 

  総務常任委員会から報告の申出があります。 

本件は、申出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

したがって、総務常任委員会の所管事務調査報告を受けることに決定いたしました。 

  総務常任委員長の発言を許します。 

五十嵐委員長。 

○総務常任委員会委員長（五十嵐篤雄君） おはようございます。 

読み上げて所管事務調査報告とさせていただきます。 

報告第４号所管事務調査報告書。 

令和２年12月10日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

総務常任委員会委員長、五十嵐篤雄。 

本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し 

ます。 

記。 

所管事務調査。 

１、調査事項。小学校・中学校の現況について。 

２、調査日。令和２年11月30日、月曜日。 

３、出席委員。私、外、今野副委員長、越前谷委員、大久保委員、石川委員。 

４、調査内容。町内小中学校の現況については、当初３日間の日程で各学校を訪問し、事

前に通知した６項目の質問事項を主に、学校の現状把握と課題解決のために協議を実施する

予定でありましたが、新型コロナウイルス感染症が収まるどころか、より一層拡大する状況

となり、道内の至るところで毎日のように感染の報告がなされるようになりました。元来、

教育現場での普段にない対応で、調査受入れが困難であれば中止とすることも考慮していた

ことから、教育委員会と協議し、学校訪問は行わずに、質問事項を文書にて回答、提出して

いただくことといたしました。 

質問事項。 

１、休校による授業不足の解消状況は。また問題点はありませんか。 

２、取りやめた行事は。また、実施した行事はどのような対応をして行われましたか。 
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３、感染症対策のための設備や備品は十分に整っていますか。 

４、校舎内の消毒作業において課題はありませんか（人員、時間など）。 

５、不登校児童生徒の現況について、現在どうなっていますか。 

６、教育のデジタル化への取組について、今後の進め方と課題は。 

裏面をご覧ください。 

調査結果。 

授業不足の解消については、各学校とも工夫と努力により、時期は別々ではあるが解消可

能となっている。ただし、今後において、臨時休校などが発生した場合、授業日数に余裕が

ない学校については、再度の取組が必要となる。人数を半数にして実施した授業については、

教師に負担があり、疲弊している状況もある。 

取りやめた行事、実施した行事については、各学校でそれぞれ判断している。実施した行

事は、必ず感染予防対策を前提として行われ、学校内での行事については、規模の縮小や参

加者を限定するなどの対策が取られている。宿泊を伴う行事については、行先や交通手段の

変更、宿泊部屋数を増やすなど等の対応を行い、実施している。命に係わる防犯教室や避難

訓練は中止せずに実施しているようであるが、教育委員会としてこのような行事の取扱いを

明確にすべきと考えます。 

感染症対策の備品や設備については、各学校とも整っているが、人数の多いクラスでは、

広いホールを教室代わりに使っており、冬期における暖房設備が不十分との報告があり、早

急な対応が必要である。 

校舎内の消毒作業については、消毒員の派遣により、各校とも助かっているとのことだが、

作業終了時間と教職員の退勤時間の違いによる問題があるようなので、工夫を願いたい。 

不登校児童生徒の現況については、小中１校ずつ起きているが、いずれも減少傾向となっ

ており、対策・努力の結果と思われる。今後とも、根気強く、優しく丁寧に対応いただき、

楽しい学校生活が送れるよう、一層の努力をお願いしたい。 

教育のデジタル化については、ＧＩＧＡスクール構想により１人１台のタブレットが導入

されることになっている。活用方法については、教職員の研修、オンライン授業の進め方等

に取り組む必要があり、学校現場での現状を把握しながら課題を解決して支援をする必要が

あると思われる。 

以上、コロナ禍における各学校の状況を把握したところです。かつて経験したことのない

環境の中での教育が求められています。感染を防ぐことが一番に重要なことですが、この苦

境を多くの関係する方々の協力で乗り切らなければならないと思います。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑などは受けたいと思いますが、

ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 以上で、総務常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 
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  ────────────────────────────────────────── 

◎報告第５号の上程、説明、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第５、報告第５号経済常任委員会所管事務調査報告についてを議

題といたします。 

  経済常任委員会から報告の申し出があります。 

本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

したがって、経済常任委員会の所管事務調査報告を受けることに決定いたしました。 

  経済常任委員長の発言を許します。 

下道委員長。 

○経済常任委員会委員長（下道英明君） 読み上げてご報告いたします。一部、朗読を割愛さ

せていただきます。 

報告第５号所管事務調査報告。 

令和２年12月10日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

経済常任委員会委員長、下道英明。 

本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し 

ます。 

記。 

所管事務調査その１。 

１、調査事項。洞爺湖森林博物館新築工事の進捗状況について。 

２、調査日。令和２年10月７日、水曜日。 

３、出席委員、説明員等は省略をさせていただきます。 

５、調査結果。本年度整備される森林博物館は、木造平屋建て、面積407.32平米で、洞爺

湖の自然環境などを紹介する展示スペースとカフェレストランを備えた建物となっている。

展示スペースは、ジオパーク情報ゾーン、洞爺湖と中島の自然ゾーン、中島散策情報ゾーン

の三つのテーマでゾーン分けされ、自然あふれる町の魅力を発信するものとなっている。工

事は９月末から着工されており、現在は建物の基礎工事が行われている状況であった。建設

現場は、洞爺湖の中島ということもあり、資材や重機、作業員など、建設に必要な全てのも

のを船で運搬しなければならず、時間や労力も通常より必要であるとの説明を受けた。委員

からは、工事を施工していく上で、現場周辺の清掃管理や工事内容を説明する看板の設置な

ど、中島を訪れる観光客に対する配慮が必要であるとの意見が出されていた。 

２ページ目をご参照ください。 

所管事務調査その２。 

１、調査事項。洞爺湖温泉大通線改良工事の進捗状況について。 

２、調査日。令和２年10月７日、11月20日、２回実施いたしました。 
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３番、４番のほうは割愛させていただきます。 

５、調査結果。道路工事に併せて水道の排水管の工事も行われており、担当課から説明が

あった。水道の排水管布設工事は、現在の進捗率が50％で、工期が令和２年12月11日まで。

道路の改良工事は、現在の進捗率は20％程度で、工期が令和３年１月12日までとなっている。

水道の排水管布設工事の着手、終了区間から、道路改良工事を随時進めていることや、温泉

排水管や電線などの埋設物が多く、作業に時間を要していることから、道路工事の進捗率が

低いが、おおむね順調に実施されている。観光関連の建物が立ち並ぶ主要な道路であること

から、観光客や地域住民及び隣接するホテル、店舗に十分配慮しながら、安心・安全な工事

の実施に努めていただきたい。 

所管事務調査その３。 

調査事項。ＮＰＯ法人洞爺まちづくり観光協会の現況と課題について。 

調査日。これも同じく２日間でございます。11月13日、金曜日、同じく11月30日、月曜日

でございます。 

出席委員、説明員は割愛をさせていただきます。 

調査結果。ＮＰＯ法人洞爺まちづくり観光協会の会員は、団体正会員５名、正会員73名の

計78名となっている。本年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響や湖畔キャンプ

場の利用を休止したことなどから、とうや水の駅の利用者も減少したが、マリンキャンプ、

水上オートバイの来訪者は、昨年度より増加した。湖畔キャンプ場の休止などの影響により、

当協会における本年度の収入は大きく減少する見込みとなっている。また、近年は、洞爺湖

にて水上レジャーを楽しむために訪れる利用者のマナーの低下が問題となっており、洞爺湖

適正利用協議会にて一定のルールづくりを検討しているところである。湖畔キャンプ場にお

いては、利用者による騒音やマナー違反などにより、地域住民からの苦情も多く寄せられて

おり、今後の在り方や存続について協議検討をしているところであるが、閉鎖となった場合

には、解決しなければならない事項もあることから、町の支援・協力が必要となる。当委員

会としては、湖畔キャンプ場を閉鎖することなどについては、町において各関係団体などと

慎重に協議を進め、拙速な判断をしないよう求める。 

所管事務調査その４。 

調査事項。ＪＡとうや湖の現況と課題について。 

調査日。令和２年11月13日、金曜日。 

出席委員、説明員等は割愛をさせていただきます。 

調査結果。令和元年のＪＡとうや湖の全体販売高における洞爺湖町の販売高は、青果指導

販売課で約14億1,170万円、72.7％。農産指導販売課で約４億3,635万円、69.7％、畜産指導

販売課で約３億7,821万円、10.6％となっており、全体で22億2,626万円であった。 

令和２年における農産物の生育及び収穫状況については、ジャガイモは前年並み、根菜類

は一部で前年より収量が減少となるものがあるが、長芋は好調となっている。水稲は天候に

恵まれ順調に生育し、増収、豆類は平年並みとなっている。 
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畜産に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響により、牛肉の単価は下落したが、豚

肉は輸入品の減少により国産が増加、生乳生産量も昨年度より増加となっている。 

クリーン農業については、多くの農家が生産物の安全・安心な提供に取り組んでおり、第 

三者認証（ＹＥＳ！クリーン認証農家277戸、エコファーマー認定者数53名）を取得してい 

る。 

また、ＪＡとうや湖は、令和２年から令和６年までを期間とした農業振興経営中期５か年

計画を策定しており、農作業の省力化、効率化を目指したスマート農業、ロボット技術やＩ

ＣＴの活用の導入普及を推進し、高齢化や労働力不足といった課題に対応する取組を実施し

ている。スマート農業推進の取組に当たっては、町の協力が重要なものとなっており、今後

も引き続き支援が求められている。 

最後のほう、ご覧ください。 

所管事務調査その５。 

調査事項。一般社団法人洞爺湖温泉観光協会の現況と課題について。 

調査日。令和２年11月20日、金曜日。 

出席委員、説明員等は割愛をさせていただきます。 

調査結果。洞爺湖温泉の観光客入込数は、国内外の観光需要が高まり、回復基調にあった

ほか、プロモーション事業やイベント事業などの積極的な取組により、平成29年度は約73万

人、平成30年度は北海道胆振東部地震の影響により落ち込んだものの、宿泊数は71万4,000

人、令和元年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響などにより宿泊客が減少し、

62万7,000人であった。今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う国や道による緊

急事態宣言や感染拡大防止による外出自粛などにより、町の多くの観光施設が休業、休館の

措置を取った。種々の経済対策により８月、９月の入込みは前年比50％まで回復を見せてい

るが、インバウンド観光の見通しがつかず、冬期は閑散期となることから、入込数は統計を

開始した昭和50年度以降で最も低いものとなることが予想されている。また、洞爺湖温泉の

修学旅行は、平成18年度以前は４万人前後であったが、年々減少している状況であり、本年

度においても新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度と比較して20％から30％ほど

減少する見込みとなっている。観光協会においては、ｗｉｔｈコロナ、アフターコロナ期に

向けた事業を進めており、旅行者及び従業員の安心・安全の確保、関係団体と連携した地域

経済の活性化に向けた事業の展開、観光の窓口となる場での感染予防対策などを推進すると

ともに、種々のツールを利用した町の情報発信を強化し、誘客促進につなげるなどの取組も

進めている。観光事業者においては、大変厳しい状況にある中、様々な事業を計画推進し、

課題解決に向け積極的な活動を進めている。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑などは受けたいと思いますが、

ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（大西 智君） 以上で、経済常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

────────────────────────────────────────── 

◎一般質問について 

○議長（大西 智君） 日程第６、一般質問を行います。 

本日は、10番、石川議員から２番、大久保議員までの４名を予定しております。 

  初めに、10番、石川議員の質問を許します。 

  10番、石川議員。 

○10番（石川邦子君） おはようございます。10番、石川でございます。 

  町内において、新型コロナウイルスの感染が確認されました。感染された方々の一日も早

い回復を心からお祈り申し上げます。町長の行政報告でありました、同じ町民同士、相手を

思いやる気持ちを持って、冷静に行動することを広めてまいりたいと思います。 

  12月会議におきましても、議会運営委員会より新型コロナウイルス感染防止の観点から、

会議時間の短縮に向けた運営に協力をお願いするとのことでありますので、手短に質問を行

いまして協力をしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

  新型コロナウイルスの感染状況は、変わってきてはおりますが、通告をしておりますので、

通告に従いまして２件の一般質問を行います。 

  １件目は、庁舎内における新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。 

  11月の中くらいから、自治体における職員の感染が目立ってきております。胆振管内では、

白老町役場において4名の感染者が確認され、感染拡大防止対策に全力で努めたとのことで

ございます。12月に入ってからは、苫小牧の職員２名が感染をしております。ほかにもホー

ムページによりますと、檜山管内、奥尻町役場において７名の感染が判明し、本庁舎、支所

などが閉鎖をされました。十勝管内、清水町においては、11月22日に職員の感染が判明して

から、職員172名のＰＣＲ検査を行い、12月２日までに職員31名の感染が判明、クラスター

が発生し、一部役場業務が停止状態となり、公共施設も閉鎖するなど、住民サービスに影響

が出ており、町民の不安が募る事態が起きております。 

  このような自治体の状況は、人ごとではありません。どこの町でも起こり得る状況です。

いま一度、庁舎内の感染予防の取組を徹底する必要があるのではないでしょうか。 

  これまで、どのような感染予防の取組を実施してきたのか、現在の状況をお伺いいたしま

す。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） これまでの対策予防でございます。職員の感染予防対策といたし

まして、本年２月より体調管理の徹底やマスクの着用、手指や庁舎共有部分の消毒の実施、

職員間による懇親会等の自粛要請、４月以降につきましては不要不急な外出の自粛要請、窓

口カウンターへの飛沫感染防止シートの設置や接触機会の軽減に向けた振替勤務や有給取得

の奨励、不急な会議や業務の延期などを実施してまいりました。また、11月以降、全国的な

感染急増を受け、体温測定や風邪症状のチェックを毎日行う体調管理シートの記載の徹底や
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感染リスクを回避できない場合の懇親会等や札幌との不要不急の往来の自粛を改めて要請し

たところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○10番（石川邦子君） 今、答弁にありました、ちょっと振替勤務について質問させていただ

きます。振替勤務はどの程度行われたのでしょうか。あと、清水町のようにクラスターが発

生した場合に、業務の一部停止を余儀なくされることが予想されます。この場合の対策等を

考えていらっしゃるのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 振替勤務等の実績でございます。こちらのほうは、４月21日から

５月６日まで、平日９日間について実施しております。実績といたしましては、振替勤務を

実施した職員が５名、有給休暇を取得した職員が約30名という形になってございます。 

それと、陽性者が確認された場合の業務継続の対応ということでございますが、職員がコ

ロナウイルスに感染した場合、当然住民サービスの影響が予想されることから、２月に職員

や家族が感染した場合の報告方法を定め、さらに業務体制の維持や指揮命令系統の再確認を

行うよう対応しております。その後、4月には各課において職員が感染し、不在となった場

合、業務を継続するため、具体的にどういったような対応が必要なのかというものをまとめ

たマニュアルを作成してございます。また、昨今、感染拡大を踏まえて、先日、改めて４月

に作成したマニュアルの中身を再確認するよう、各課に通知したところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○10番（石川邦子君） ただいまの業務継続マニュアル、これはどういったものなのでしょう

か。簡単にお願いします。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） マニュアルの内容につきましては、例えば総務課職員が感染して、

課内全員が濃厚接触者となったような場合に、例えば代表電話の取次ぎはどういうようなや

り方をするのかとか、給与の支給はどういった対応にするのかといったような各課ごとの業

務ごとに作成しているようなマニュアルとなっております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○10番（石川邦子君） 職員が感染した場合に、その業務が陰性だった職員で行うことが可能

かどうかを洗い出しを行って確認をしているということでよろしいでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 職員が全員がいなくなった場合という最悪の想定をして作ってお

ります。何人か残っているという方であれば、そちらの中でやること、今の中でも応援体制

を構築しておりますので、一番最低な事態を想定したマニュアルというような作りとなって
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ございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○10番（石川邦子君） 対策は考えているということで承知をいたしました。 

一番大切なことは、職員が一丸となって感染防止対策に取り組むこと、万が一、職員が感

染した場合であっても、全力で感染拡大防止、感染拡大を防ぐこと、そのためには、日頃か

ら予防対策をしっかりと徹底することが必要です。今後の対策についてお伺いします。 

窓口には、飛沫感染防止のビニールシートが一部設置してあります。当初、予算のない中

で、職員の手作りで設置された物だと思います。緊急的な処置であったと思いますので、今

日のように長期化となってしまいましたので、今後、税務課など確定申告の時期、転入・転

出の時期となり、人の出入りが庁舎内全体に多くなります。窓口などはアクリル板などで強

度な飛沫感染防止板の設置が必要ではないでしょうか。 

また、本庁舎は、一部換気システムがあることは承知をしております。しかし、ウイルス

対策には不十分であると思います。白老町でも、１日３回から４回の執務室内の換気を徹底

するとしております。寒い時期、大変だとは思いますが、１枚多く着込んででも10時、昼休

み、３時など、５分、10分の定期的な換気タイムを設けるべきではないでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 今後の対策について、まずお答えさせていただきたいと思います。

これまで対策してきた感染予防ということを徹底するということがまず一番大事であると考

えておりますが、さらなる対策といたしまして、本議会で補正予算を提案してございますが、

飛沫感染防止パーテーション、アクリル板ですね、こちらを全課に設置する予定でございま

す。その他、どうしても冬期間、暖房をたく形で乾燥することから、加湿器の全課に置く設

置を予定しているところでございます。 

その他、年末年始にかけて、帰省など、そういったような感染リスクを分散するため、年

末年始の休暇の前後を有給奨励期間としているところでございます。 

  あと、換気につきましては、議員おっしゃるとおり大事なことだと思ってございます。夏

場については窓を開けておりますので、自然に換気がなされていると思っております。冬場

は、庁舎のこの暖房システムに併せて換気システムが稼働してございます。この庁舎、ビル

管理法という対象となる建物でございまして、２か月に１度、一酸化炭素や二酸化炭素と

いった濃度とか粉じん量、そういった法律に基づく項目について、空気環境測定を実施して

ございます。基準となる１人当たりの必要換気量として、１時間当たり30立米の換気は充た

されているというような結果となってございます。この基準は厚生労働省がコロナウイルス

に係る適切な換気の目安とする基準としても扱っていることから、庁舎の換気は適切には行

われていると考えますけれども、ただ感染が確実に予防できるかということは明らかには

なっていないということもございますので、窓を開けるなど、対応を含めた適切な換気を 

出先機関含めて対応してまいりたいと考えているところでございます。 

  以上です。 
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○議長（大西 智君） 石川議員。 

○10番（石川邦子君） 議員も同様でございますが、町民の安心・安全を守るため、職員の新

型コロナウイルス感染予防対策の取組の徹底についてよろしくお願いいたします。 

  １件目の質問は、これで終わります。２件目の質問に移ります。  

  コロナ禍における保育所の情報通信技術、ＩＣＴの活用についてです。保育のＩＣＴ化は、

パソコンやタブレットを利用した業務軽減システムで、平成29年に内閣府から発表された子

育て安心プランの中でも、保育所の業務負担軽減のための施策として推奨されており、全国

でその導入が進んでいます。保育業務の改善が加速することにより、保育人材の確保や保育

の質の向上に十分な効果を発揮すると期待されています。 

国の保育人材確保のための総合的な対策では、保育士の業務負担軽減を図るため、保育に

関する計画、記録のデータ化、保護者との連絡など、子供の登校管理等をＩＣ化するために

必要なシステムの導入費用として、厚生労働省は保育対策総合支援事業費補助金を令和３年

度についても予算要求をしています。 

胆振管内でも、登別の保育所において、メール配信や書類作成ができる園児管理システム

や、施設と保護者間のコミュニケーションツールを活用しており、保育所で新型コロナウイ

ルスの感染者が発生した際には、アプリを使い、連日発熱などの健康状態を保護者に配信し、

保護者の安心にもつながったとしています。 

市では、保育所のＩＣＴ化の導入について、国が働き方改革を進める中で、市としても保

育士業務の負担軽減を図りたいと話しています。保育士は、実際に子供と接する以外に行わ

なければならない事務作業や雑務などの負担が大きく、2016年に発表された北海道保育士実

態調査によると、職場で改善してほしい課題として６割の保育士が「事務、雑務の軽減」と

答えるなど、事務の効率化、労働時間の短縮が課題となっています。このような課題を改善

するために、保育管理業務をＩＣＴ化し、業務負担の削減、効率化につなげることが必要で

あり、事務作業が多いと就業時間内に業務を終えられず、残業が続いたり、休みが取りづら

くなることも考えられ、業務の改善により保育士の早期退職を防ぐことや、保育士の人材不

足の解消も期待できます。 

メール配信については、保育所からの災害時の安否確認や気象情報による臨時対応、新型

コロナウイルス感染症や発熱などの緊急連絡など、朝の忙しい時間帯に電話がつながらな

かったなどあるようで、保護者と保育士の双方の利便性の向上を図ることができます。町内

の小中学校においては、既にメール配信による連絡を行っていると聞いております。小中学

校の保護者への連絡体制の状況と今後の保育所のＩＣＴ活用のお考えについて伺います。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） まず１点目のご質問でございますけれども、小中学校の連絡体制

についてでございます。これにつきましては、各小中学校における保護者への連絡の手段に

つきまして、各世帯の保護者へ学校行事の延期や中止など、児童生徒への文書の配付に加え

まして、メール配信により保護者への連絡を兼ねて行ってございます。 
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また、緊急の連絡の場合についてなのですけれども、学校により異なりますけれども、学

級担任から保護者への連絡網による周知と併せまして、学校からのメール配信を兼ねて行っ

てございます。いずれにしましても、メール配信のみの連絡では、保護者への連絡は補完さ

れるものではないと認識してございますので、文書によるお知らせや連絡網による周知を兼

ねて行っているという、こういう状況でございます。 

  それと２点目なのですけれども、保育業務のＩＣＴ化の利用の関係だと思うのですけれど

も、これにつきましてはＩＣＴを活用した保育業務の改善についての関係だと思いますけれ

ども、無料の連絡網サービスを提供しているアプリ、ソフトがございます。このアプリの機

能につきましては、例えばお子さんが登所を見合わせる、欠席をする場合の連絡を電話では

なくてメールで行うことができること、また、タイムラインという写真を投稿する機能によ

りまして、お預かりしているお子様の保育所での様子を保護者の皆様に見ていただくことが

できます。このうち、メール配信の機能につきましては、コロナ禍の影響による緊急性が高

い情報の提供や行事の変更、それと中止のお知らせなどを速やかに行うことができますこと

から、保護者の皆様への情報を提供する道具の一つとしまして、保育所現場とも十分に協議

の上、保育所の業務の改善だけではなくて、保護者の利便性の向上を図ることができるよう、

環境の整備に努めてまいりたいと考えてございます。 

  また、メール、それからタイムライン以外のＩＣＴを活用した業務の改善についてなので

すけれども、これの導入することによるメリットやデメリット、これが当然あるかなと認識

してございますので、これにつきましては、保育の業務に支障がないかを十分に考慮をした

上で、保育現場と十分に協議を進めていきたいと考えてございますので、その点ご理解いた

だきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○10番（石川邦子君） まずは、メール配信だけでも行うことにより、少しは業務の改善につ

ながると思います。コロナ禍の影響により、健康管理の確認や予防対策など、ますます保育

士の業務の負担は大きくなっておりますので、補助金等の活用も考えながら、保育士の事務

作業の負担軽減について、よろしくお願いしたいと思います。 

  最後に、教育長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 今、担当課長のほうからお答えをさせていただきましたけれども、

まず、現在保育所では、保護者に急を要する連絡につきましては、電話、これを主に報告を

しておりますが、その場合ですと、やはり全ての保護者に情報が行き渡るということになり

ますと多少時間を要するという現状となっております。議員からご提案のメール、一斉メー

ル配信につきまして、これにつきましては連絡するのに時間を要さないというような大きな

メリットがあるのかなと思いますことから、いち早く町内の小中学校で取り入れている実績

を参考に、保育所現場と十分協議をして、整備する方向で進めてまいりたいと考えておりま
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す。 

  なお、保育所からのお便り、それとか児童の入退所時間の管理と、これは今は紙ベースに

より管理しておりますけれども、これらについては緊急性を特に要しないということから、

電子化については保育士業務の負担軽減、またＩＣＴを活用した情報社会の構築のために、

どのような形でＩＣＴを有効活用したほうがいいのか、有効活用ができるのか、先進地から

の情報収集などを行いまして、保育所現場とまずはしっかりと協議をさせていただいてから

始めてまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○10番（石川邦子君） ありがとうございます。保育所の業務量を少しでも減らすことができ

れば、これまで以上に子供たちと向き合う時間が増えたり、保育の質の向上にもつながると

思います。手作業での業務で感じられる温かみや取り組みやすさを生かしつつ、管理が複雑

な業務や時間がかかる業務は、ＩＣＴ化するなど、併用しながら上手に効率化を進めていく

ことが、働きやすい職場づくり、このことは保育士の人材確保にもつながると思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上で、一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで、10番、石川議員の質問を終わります。 

  ここで休憩といたします。再開を11時20分といたします。 

                               （午前１１時０５分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午前１１時２１分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を行います。 

  次に、５番、立野議員の質問を許します。 

 ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） おはようございます。５番、日本共産党の立野広志でございます。 

  これから一般質問を行いますが、なかなかさきの議員のように短くはできるかどうか自信

がないのですが、なるべく協力させていただきたいと思います。 

  最初に、コロナ感染対策は「検査・保護・追跡」の抜本強化をということで質問をさせて 

いただきたいと思います。 

  この質問を準備している段階では、まだ当町では感染者の報告がありませんでしたけれど

も、せんだって、あるいは今日の行政報告のように、８日の日に町内の医療施設でコロナ感

染者が初めて確認されたというお知らせがありました。感染された方々もその家族の方も、

大変心配されていると思います。早く回復されることを願うとともに、これ以上の感染が広

がらないための対応、対策というものが、今本当に急がれているということを改めてこの質
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問の中でも述べていきたいと思っています。 

  新型コロナウイルス感染症の今、急拡大は、重傷者増加で各地の医療機関が逼迫するなど、

重大な局面を迎えています。有効な手だてを講じない今の政権の下で、人災としての様相を

強めているとも言われています。専門家からは、ＧｏＴｏトラベルへの批判が続出している

のに、政府は事業の抜本的な見直しに踏み切ろうとしませんし、検査、医療への支援も立ち

後れたままという状況です。今が感染爆発を抑止する正念場だ、こういう危機意識が、今の

政府にあるのかどうか、それが問われるわけですが、こういう中で、この10月、11月に入っ

て、陽性率が10％を超えたと言われています。 

飛沫感染を来たすウイルス性の呼吸器系感染症では、気温が低く、湿度が低いほど、飛沫

の中のウイルスの安定性が増すとされています。季節的な要因といえますが、検査数が増え

れば見つかる感染者が増えますが、陽性率が上がっているということも検査が感染者の増加

に今、追いついていないという状況を表していると思います。 

道内の人口10万人当たりの感染者数は30人を超え、全国トップとなっております。12月９

日、道立衛生研究所などで行った検査によって、道内においても新型コロナウイルスに関連

した感染症の患者が67名、胆振地方18名、こうやって確認されました。道内で感染された患

者は延べ１万564名となります。胆振地方でも、この11月の感染者は、120名となり、そのう

ち居住地が公表されている方は32名で、73％が居住地非公表となっています。また、胆振地

方全体の感染者の63％が先月の11月に感染したことになります。 

新型コロナウイルス感染に関する状況は、日々深刻さを増して、このまま年末年始にかけ

て感染爆発となると、本来救える命すら救えない、医療崩壊につながりかねませんし、感染

者を最小限に抑えるために、積極的かつ戦略的なＰＣＲ検査の拡充、医療機関への支援、保

健所機能の強化、事業者支援の継続、感染者への差別防止対策など、一層の対策強化が求め

られます。当町において既に７名もの感染者が確認されておりますが、感染の爆発的拡大を

抑止するための対策は急務となっております。その点での町長の認識と対応をまず求めたい

と思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 11月に入りましてから、新型コロナウイルス感染者が非常に増えてき

ている。これはもう、この北海道だけでなくて全国的にそういうような模様が出てきている。

それは確かだと思っております。また、今議員おっしゃられたとおり、いろいろな角度から

学者の先生方、あるいは専門分科会のほうからもいろいろな提言がなされているようでござ

いますが、国のほうは国のほうとしての対策を講じているということでございます。 

そんな中、本来的にはやはり検査をできれば一番いいのでしょうけれども、今の国内の事

情からいったら、やはりそれはなかなか難しい問題があるのかな。議員のほうの政党のほう

にもよく、力強く議員さんのほうからも言っていただいて、国会のほうで充分議論していた

だければなとも思っておりますが、ただ残念なことに、私どもの町には感染者が今まで１人

も出ていなかったわけでございますけれども、ついにある病院のほうで感染が確認された。
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今、そこにつきましては、北海道、室蘭保健所、あるいは道の専門家、委員会の方、そして

病院関係者、私どもの職員も中に入れさせていただいて、いろいろ対策を講じさせていただ

いております。 

今聞いている話では、病院の職員、あるいは入院患者、関係する方々、全て行政検査を行

う、これは国の費用においてやっていただくわけでございますけれども、まずはこの病院内

から新たな感染者、これを出すまい、そして最小限でこの感染者を食い止めようという取組

をしていただいております。ただ、今全体の調査ということになりますと、やはり日数が二、

三日かかる予定となっております。調査結果が分かり次第、私どものほうにも連絡を頂くこ

とになっておりまして、今現在、入手している情報では、当初４名、そして新たに３名、そ

してまたさらに今日、これから何か検査結果でまた出てきそうだというふうなことがありま

すけれども、それはそれとして、やはりこの病院内でしっかり止めておこうという運動をし

ておりますので、道が公表しましたら、私どもも付随して公表してまいりたいと考えており

ます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 私どもの政党でも、国会の場で、あるいは政府に対して直接、もう第

６次の要請をしております。その要請も、単に政党内だけで議論するだけではなくて、やは

り全国各地の医療機関や介護施設、地域や自治体を訪問しながら、その中で、やはり今何が

必要なのかということを取りまとめて、その都度緊急要請を行っています。むしろ、今進ん

でいないのは、政府の対応だということを私は町長に、そういう立場から、この地域からも

出ている与党議員などもおりますし、そしてまた町村会や道に対しても、町長がどれだけ積

極的に働きかけるかということが大事なのではないかなと思っています。政府に対して、感

染拡大を事前に防ぐ、大規模地域集中的検査、あるいは社会的検査を推進するよう、強力に

働きかけるという、こういう姿勢が町にとって私は必要なのだと思っています。 

今、菅首相が11月10日に、感染拡大への最大限の警戒感を呼びかけ、新型コロナウイルス

感染症対策分科会から緊急提言が出されました。しかし、その内容は、クラスターになりや

すい業界、集団における事前の連絡網作りとか、国民に対するさらなる行動変容の呼びかけ

など、従来の対策の延長線上にとどまっていると。この点で、現状の大きな問題は、現場任

せになっているということなのです。一部自治体の努力はあるものの、取組全体は感染拡大

の現実に今全く追いついていない。例えば、今、町長が言われた行政検査、この行政検査を

増やすと、自治体の持ち出しとなるという検査の、今地方負担の問題、これを行政検査は全

額国庫負担による検査にすべきだというのが全国で声が上がってきています。こういう仕組

みをつくることを速やかに求めるということが大事ですし、結局自治体が半分見なきゃなら

んということで、お金がないから検査できないと、こういう事態を速やかになくす。こうい

う現場任せでなく、政府が自ら先頭に立って、面の検査、そして社会的検査を推進する、こ

のことを強く求める必要があると思うのですが、この点では、町長はこの状況についてどの

ように認識して、道や政府に対して今求める考えがあるのかをお聞きしたいと思います。 
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○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今現在、洞爺湖町として各首長会議、あるいは北海道町村会等々の申

出の中で、私どもとして申入れをさせていただいているのは、陽性反応が出る、その後の濃

厚接触者等々が判明する、それらの経費については、全てやはり国費でやってもらいたい。

確かに今、そういうふうな状況になっているかなと思っております。ただ、感染のまだよく

判明しない、分からないという方々、それらの方々を検査するとなった場合には、行政が万

が一それをやるとしたときには、国が２分の１を出すというふうな制度になっているかなと

思いまして、今回の場合には、国のほうの費用負担で全てやってもらうということで、今保

健所のほうと調整が終わっているところでございます。 

ただ、私どもがこの新型コロナウイルス感染対策に対しまして、以前から道、あるいは保

健所、そちらのほうにお話をさせていただいておりましたけれども、まずは情報提供を早く

にしてくれということを訴えておりました。今回も、直接振興局長、あるいは病院の理事長

ともお話をさせていただきますが、適格な情報提供をしていただかなければ、打つ対応がな

かなか難しいということもございますので、その点は特に国のほうにも申していきたい。北

海道町村会を通じて、もっともっと、やはり情報を流してほしいということを訴えていきた

いと思っておりますが、とにもかくにも、ワクチンを国が全額無償にすると。方法としては

各自治体がやるわけでございますが、それらも財政支援をしていくというふうに言われてお

ります。それが90％だとか80％にならないよう、100％全て国のほうでやっていただけるよ

う、またこれも強く要望していきたいし、ワクチンをやってくれるのであれば、事と次第に

よってはやはり検査のほうも国のほうでやっていただきたい。これも声を上げていきたい。

従前から挙げておりますけれども、今後も声を上げていきたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今起こっていることは、結局陽性者が出たら、陽性者の濃厚接触者と

思われる人方を検査する。そういう意味で言うと、それを行政検査と言っているようですけ

れども、例えば世田谷方式とも言われていますが、今、社会的検査を広く行うことが必要だ

と、例えば今回のような医療機関にしても、先ほど質問があった、例えば役場庁舎内で職員

が感染したら、それは検査をする。全員ね。ところが、感染する前は検査していない、しな

いわけです。 

ところが、今言われているのは、医療機関、病院や診療所、介護施設や福祉施設、そして

保育園や学校等、クラスターが発生すれば多大な影響が出る施設などで定期的なＰＣＲ検査

を実施すべきだということなのです。陽性者を早期に発見する、症状が出ていない方も当然

いるわけですから、そういうところも含めて、症状も出ていない方がほかの方に感染させる

ということにもなるわけで、早くそういう感染者を発見して、保護して、そして感染の広が

りを抑える、このために今行政検査、社会的検査が必要だというふうに全国でも、医療機関

が逼迫していればするほど今求められていることなのです。ところが、実は国の対応という

のはそういうことではなくて、あくまでも陽性者が出た場合ということになっているところ
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に、今感染拡大を抑えられない大きな要因があると思うのです。 

北海道は、感染者の行動履歴から、旅行など道外との往来とか会食や会合などへの参加、

職場内でや家庭内での接触など幅広い場面でのマスクをしていない、人と人との距離が近い

といった感染リスクが高くなる行動事例が見られるといって、こういった行動が感染を拡大

させているのだと説明しています。町民に対しての注意喚起も今後されるでしょうけれども、

それだけでは感染はなくならない。皆さん認識していると思います。道外との往来や会食、

会合などが挙げられていますけれども、感染した方は、相手方が感染しているという認識は

ないわけですし、無症状の方は、もちろん感染しているとは思わないわけです。ですから、

町民に注意喚起の行動変容だけでは、感染を食い止めることは困難だと。そして、無症状者

の徹底した把握なしにこれは解決できないということをまず申し上げておきたいと思うので

す。 

その上で、今の現状、どうなっているか。ちょっと分かれば教えていただきたいのですが、

急激な感染拡大が予測されるため、今、専門の検査や追跡部をつくり、感染追跡を専門に行

うトレーサーというのが大変重要な役割を果たしています。このトレーサーを増員して、保

健所機能を強化する、陽性者を着実に把握、保護を進める必要があると思うのですが、今、

政府の対策本部の資料では、保健所を応援する人材として確保されている数は、全体で600

人に満たない。国や道の責任で、緊急にこういう人員の確保、要請や確保を図るということ

も大事ですし、今、室蘭の保健所では、室蘭市が２名の保健師をこの保健所へ派遣している

と聞きます。室蘭市内の幼稚園で発生したせんだってのクラスターにおいては、感染者の把

握、つまり濃厚接触者のＰＣＲ検査に数日間かかり、検査前に自主的に自宅待機をせざるを

得ない、こういう状況が発生していると聞きます。ですから、今回洞爺湖町で陽性者が発見

されましたけれども、この陽性者、どこまで感染が広がっているのかということを早く突き

止める、そのためのトレーサー役となる保健所の機能、これが十分なのかどうか。国の責任

で緊急に人員の確保を図るということも必要だと思うのですが、検査、保護、追跡、これを

一体に推進してこそ感染拡大が抑止できると考えますけれども、その見解をもう一度伺いま

す。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 今回、残念ながら町内の医療機関で感染者が出たということでござ

います。これにつきましては、本当に私ども非常に残念に思いますし、感染された方々には

本当にいち早い回復を願うところでございます。 

  それで、今回、感染した時点で、病院と保健所間ですぐ連携を取りまして、保健所がすぐ、

まず病院に入っていただいていると聞いております。一応、病院のほうからも公表されてご

ざいますけれども、全職員、さらには入院されている全患者、全てを検査すると聞いてござ

います。何日かかかるかとは思いますけれども、そういうことで、これまでのように濃厚接

触者だけを検査するのだということではないと聞いてございます。濃厚接触者以外の方も検

査して、早急にもし感染があれば、そこで抑え込んでいくという体制少し変わってきている



－23－ 

と聞いてございます。 

また、先ほど感染の追跡等を行うという話でございますが、実は道との調整の中で、札幌

から専門の先生が来ていただくという予定にもなってございます。そういうこともありまし

て、病院と、それから保健所、町もできる支援については支援していきたいと考えてござい

ます。 

国自体には、やはりもっと積極的な感染防止のための努力をしてほしいというのは私ども

も思いますが、現実的にはやはり難しいものも多分あるのだろうと思いますし、町自体がそ

この社会検査とか面的検査をやるというのについても、やはりいろいろな問題があって、そ

う簡単にはいかないのかなと今現在考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、行政検査、昔のような濃厚接触者だけではないのだよという話、

それは変わってきているのは当然分かってますけれども、それにしても、例えば病院が公表

しているホームページにこんなふうに書かれているのです。文章の一部ですけれども、「通

院患者様、通所利用者様、訪問診療の患者様及び最近退院・転院した患者様については、Ｐ

ＣＲ検査を実施すべきとの指導を受けておりませんので、現時点では積極的にＰＣＲ検査を

受けていただいておりません。ただ、現在のＰＣＲ検査の結果次第では、これらの方々にも

ＰＣＲ検査を受けていただく必要が生じる可能性がございます」と。病院としては、とにか

く感染の広がりを抑えて、その対応を努力していることは十分分かるわけですが、実際に病

院を出入りしている人たちや関係する人たちは全て検査の対象にしているかというとそうで

はない。やはり範囲が非常に限られた部分である。そしてまた、今の検査の体制そのものが、

このように一つの医療施設で何十人もの職員がいて、何十人もの患者がいる場合、一斉に検

査ができない。検査をする件数も能力も、実は非常に弱くなってきている。 

道内でいけば旭川のような状況も起こっているわけでありまして、北海道そのものが全道

的なそういう感染拡大の中で、対応を十分しきれない現状にあるということも、私は行政側

としては、そのことも含めて体制強化を求めていくという姿勢が必要なのだと思うのです。

そういう姿勢に立って、道や政府に対して、その対策や人員の確保を強く求めていく。この

ことを改めて私は行政に求めたい、町長に求めたいと思うのです。 

その上で、これは道や国に対する要望という点ですが、もう一つは、では町として何をす

べきかと、あるいは何ができるのかということなのです。町として、ＰＣＲ検査の拡充、そ

して町民の健康と命を守る最大限の対応を今整備する必要があると思っています。例えば感

染急増地となるリスクのあるところに対して、無症状の感染者を把握し、保護するための、

点ではなく面です。面の検査が必要だと。そのために、最近随分検査のキットなども価格が

安くなってきているし、そして何か、それこそ１万円台で検査できるような、そういう医療

機器、検査機器も出てきているそうですけれども、いずれにしてもそういった検査できる体

制、こういったものも行政そのものとしても医療機関と協力しながらつくっていくことが大

事なのかなと思っています。特に、具体的には医療や介護、福祉施設などの従事者、保健所、
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学校の教職員などを対象にした検査、こういったものができるように、これまでは経済対策

だとか、あるいは支援金だとかという形でやってますけれども、そういうところでこういう

率先した検査ができるような財政的な支援というのも含めて行っていく必要があるのではな

いか。感染者の早期発見、早期保護、そして感染拡大を事前に防止する、こういう対策を町

として求めていく必要があるのではと思います。 

11月に室蘭市内でクラスターが発生しました。高齢者施設での感染者も広がりました。当

町にとっても、さらに深刻な事態となりかねない状況になってきていると思うのです。これ

まで、これらの施設の従事者に対して、どのような対策が取られてきたかということも町と

して把握しているかどうか、また今後の対策も含めてお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 無症状の方のいわゆる検査等々の関係でございますけれども、面的な

関係であろうかと思っておりますけれども、正直言って、国内で、東京の世田谷区は、いわ

ゆる率先して自治体としてやった。私どもの町で比較してみますと、財政的な規模、いわゆ

る自由に使えるお金が非常に私どもの町も少ないということもございまして、これはこうい

うところでやっているからうちの町でもできるであろう、そういう話にはやはりならないの

かな。町全体としての予算執行を考えていくときに、非常に厳しいものがある。これをやる

ことによって、また町の財政がおかしくなってしまうということにもなりかねない今現状に

あるのかなと思っておりますので、なかなかそれに対応できるために、今洞爺湖町としては、

個人個人、あるいはその団体の皆様が、この感染防止を何とか徹底してやっていこうという

ことで、マスクをつけていただく、あるいは手洗いを徹底していただく、３密を回避してい

ただく、喚起をよくする、こういうことを今までずっとやっていただいておりまして、道内

でも感染者は出てきていたけれども、町内で感染者が出ていなかった。これはもちろん町民

の皆様が、いろいろとやはり皆さん努力してくれて、今日まで来たのかな。ただ、今回残念

なことに、一つの病院から発生してしまったわけでございますけれども、ここのところは病

院の周辺、ここで何とか食い止めなければならない。 

そういうことで、今現在、室蘭保健所、あるいは北海道、そして病院関係者、さらには行

政と一体となって、どういうふうなことで、今現在、先ほども、何回も話になりますが、病

院の職員、そして入院している患者、それら全て検査を行うということで言われておりまし

て、そこで恐らく誰も感染者が出てこなければ一番いいわけでございますけれども、恐らく

何らかの形でまた人数が増えてくるかもしれない。そこをしっかりまず抑えていこうと。そ

こからまた、いろいろな意味で考えをしていかなければならないと思っております。当町の

場合には、まずはそこのところをしっかり抑えていきたいと思ってますし、ただ、今後とも、

国のほうに対しては、財政力の弱い町村にはそれなりの支援あるいは対策をしてほしいとい

うことは、これからもしっかり要望してまいりたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 当町にとっても、本当に人ごとではない状況に今なってきているので
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すが、どこの地域でもやはり問題になっているのは、まず陽性者が出た場合、その周辺につ

いて検査をする。では周辺とはどういうところかといったら、まず職場関係だったり、ある

いは子供が感染すれば、子供の通っている保育所であったり。そこでまた陽性者が出れば、

その家族なり、その兄弟なり、職場なり、そうやって追っていくのです。だから、例えば今

回のような場合でも、直接医療機関に働きに行っている職員が今検査をしている。けれども、

その職員は、家庭を持っていて、そして子供がいたり配偶者がいたりするわけです。そうい

う人たちは、まず職員が陽性という判定が出たときには、当然その家族もまた検査の対象に

なりますよね。だけれども、今現在、結果が出るまでに、もう検査はある程度進んできてい

るみたいですけれども、まだ幾日かかかる。その期間のうちにも、家族で例えば夫婦で、奥

さんなり旦那さんが別な職場へ働きに行っている場合は、もう自主的に休むか、あるいは陽

性が出てないから取りあえず行くか。職場だって休めるところと休めないところとあります

から、そうなっていくとどんどんと感染者を広げていくことになってしまう。そこをやはり

食い止めないとだめだと思うのです。 

ですから、どこまでそれを広げて検査をするかというのは、当然専門家の判断も必要なの

でしょうけれども、ただ財政的な問題だけをおいて、国や道に対してしっかりとした必要な

対策を求めながら、行政としても感染拡大を抑えるという努力をしていかなくてはいけない。

ですから、行政検査がそこで例えば必要になってくるわけです。濃厚接触者なら、国は全額

出してくれます。けれども、実際に行政検査でそれより広い範囲を検査したときに陽性者が

出れば、それは、結果的には今回の感染によって広がったということが分かってくれば、当

然それは国に対して負担を求めていくこともできるわけですが、今検査したくても個人的に

はなかなか検査できる状況にないです。かかりつけ医に行ったり、あるいは帰国者・接触者

外来というのですか、保健所の、そういうところに連絡してもなかなかつながらない。そし

て、実際に室蘭でＰＣＲ検査センターができたけれども、この検査センターでもどれだけの

利用者があるかというのが実はほとんど公表されていないし、実態は余り利用されていない

というふうに聞いています。そんなようなことを考えれば、その辺の問題も今、行政側とし

てしっかりと国の対応にしても道の対応にしても指摘をして改善させる必要があるのではな

いでしょうか。 

○議長（大西 智君） 立野議員、今、何番目の質問になっていますか。昼食の関係がありま

すので、何番目の質問になっていますか。 

○５番（立野広志君） 今、１の２番目くらいです。 

○議長（大西 智君） １の２番目ですね。それでは、答弁頂いて昼食といたします。 

真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 議員おっしゃるのはよく分かるのですが、私どもも本当は全部の方に

やってあげたい。けれども、道内において、今、各市町村出ております。そういう検査を実

際にやっている町村なんて、恐らく数が少ないと思います。それだけやはり町の財政のこと

も考えながら、今まで取り組んできたことをさらにしっかり取り組んでいただく、そういう
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ことに各自治体は一生懸命取り組んでいるのではないかと思っております。できることであ

れば、国には要望してまいりますけれども、なかなか現実的に無症状の方に今検査を受ける、

それについて行政のほうで負担するというのは、今、私どもの町では厳しいと思っておりま

す。 

○議長（大西 智君） それではここで昼食休憩といたします。再開を午後１時といたします。 

                               （午前１１時５６分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 １時００分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 午前に引き続き、一般質問を続けます。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） それでは、質問を続けます。 

  今、先進的な自治体では、高齢者施設や児童福祉施設などの従事者に対して定期的なＰＣ

Ｒ検査を実施する自治体が増えつつあります。先ほど、町長、財政のことも言いましたけれ

ども、本当に今、最大の経済対策は感染予防対策だと言われるぐらい、感染対策に力を入れ

なければ地域の経済も守っていけない、そんな状況だということを改めて私は強調したいと

思っています。 

そういう中で、今、日本のＰＣＲ検査数というのは、まだ世界でも最低クラスだと言われ

ています。感染拡大を防ぐことができない、こういう状況の中で、厚労省が11月19日付の事

務連絡で、高齢者施設等への重点的な検査の徹底についてという通知をしておりますが、こ

の内容については理解しているでしょうか。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 今のご質問に対してお答えをさせていただきたいと思

います。 

  議員が先ほどおっしゃっていただきました厚生労働省からの事務連絡によりまして、高齢

者福祉施設、また障害者施設に対して徹底した感染予防対策である検査を実施する旨の通知

と理解しております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） そうですね。こういうふうになっています。一つは、高齢者施設等の、

などですね、高齢者施設などの入所者または介護従事者等で症状のある方については必ず検

査を実施しなさいと。特に１週間当たりの新規陽性者数が人口10万人当たり10を超えている

都道府県、既に北海道は該当していますが、これを急いで取り組むことだと言われています。

事務連絡があります。 

  検査の結果、陽性の場合には、入所者及び従事者の全員に対して原則として検査を実施す
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ること、高齢者施設などが必要と判断し、実施した自費の検査は、新型コロナ緊急包括支援

交付金として補助対象となる、こういうふうになっています。ですから、都道府県が実施し

ない場合、高齢者施設など団体の相談窓口に情報提供頂いてというふうにいろいろ書いてあ

るのですが、いずれにしても、では町内の高齢者施設等のこの検査状況というのは町として

把握していますか。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問でございますが、町内での高齢者施

設での検査状況ということでございますが、町といたしましては、その症状が仮に発熱です

とか、症状がある場合については、適正にその診療所なり施設なりの医師に相談をしていた

だいて、それから医師の判断の下適切に対処されていると理解しております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 実際は、ＰＣＲ検査の実態というか状況について、ほとんど公表され

てないのですよね。ですから、町の段階で把握しきれてない分というのはかなりあるのでは

ないかなという気がするのですが、ＰＣＲ検査の件数を引き上げるということが今どうして

も必要だと思うのですけれども、現在までのＰＣＲ検査センターでの、例えば室蘭にありま

すが、検査センターでの検査数とか、あるいはその中で陽性者が明確に判明できたかどうか、

そんなことというのは町としては把握してないのではないかと思うのです。もし分かってい

るなら、教えていただきたい。 

それから、町内、この洞爺湖町内の医療機関におけるインフルエンザ検査と新型コロナ検

査も同時に受けることができる医療機関があるのかどうか。その辺についても、ちょっと状

況が分かっていれば、お知らせいただければと思います。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまの質問でございます。 

  まず、室蘭保健所管内というのは、検査実施可能件数というのは公表されておりません。

室蘭保健所のほうに確認いたしましたところ、北海道全体としての１日での検査可能件数は

10月末現在でＰＣＲ検査が2,550件、抗原検査が1,450件、合わせて4,000件の検査が可能な

状況となっていると聞いております。 

また、先ほどのご質問がございました町内医療機関での検査状況でございますけれども、

実際には道としての公表はございませんが、町内の医療機関が自主的に周知ということで情

報提供していただいているという状況でございます。また、本日付の町内回覧でございます

けれども、洞爺協会病院のほか新たにひじり在宅クリニックのほうからも町民に向けての発

熱時の対応ということでのお知らせが回覧されるというふうになってございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、室蘭保健所管内で可能な検査、どのくらいの検査が可能なのかと
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いうことは公表されていない。全道規模の内容なら道が発表しているというのは、こんな状

況でしょう。だから、今回のような医療機関での感染が出たときには、かなりの件数の検査

が必要になってくる。そうなったときに全てそれが、ほとんどが札幌に検査しなければなら

ないという状況だと聞いています。それだけに、まずＰＣＲ検査をやる、事前に行うという

ことだけではなくて、ＰＣＲ検査を、検体を採取して、そしてそれを今度は検査する、その

機関が非常に少ないというのが実態ではないかと思うのですが、ちょっと問題ですか。 

（発言する者あり） 

○５番（立野広志君） いいですか、時間だけ進みますけれども。 

  そういうことで、今、室蘭保健所管内でも、室蘭市内も含めて、実は検査センターのＰＣ

Ｒ検査がどれぐらい行われているかというのは明らかになっておりませんし、そういう検査

ができる施設も実は公表されていませんが、あるところによれば、発熱者等診療検査医療機

関というのが室蘭保健所管内で20か所あると。数的にはそんなふうに言われているのですけ

れども、どこかというのは全然分かっていないです。一般には公表されていないということ

なのです。こういう状況ですから、ほんとに率先して検査をしたいと思っても、結局なかな

か検査が進まない、それは自費でやろうと思っても、またそれが進まないという状況が今出

てきていると思うのです。 

  もう一つお聞きしますが、当町で今回のように感染者が確認された場合、町として無症状

者を含む感染者の把握と保護のマニュアルがしっかりとできているのかどうか。既に感染者

が発生しているわけですけれども、そういった感染予防の体制や対応などについてはマニュ

アル化されているのかどうか、それもちょっと伺っておきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問についてお答えをさせていただきま

す。 

  マニュアルの整備という点でございます。洞爺湖町といたしましては、洞爺湖町新型コロ

ナウイルス感染症対応マニュアルを作成しております。それに沿って、対応を行っている状

況でございます。また、現在といたしましては、その対策を行っております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） ぜひ、そのマニュアルがどういうものなのかということも公表してい

ただければと思います。例えば、医療機関や、民間のそういった機関だけではなくて、学校、

保育所、先ほど質問があった庁舎内での感染含めて、あるいはこれは観光地である洞爺湖温

泉では、例えば宿泊者の中から感染者が出た場合とか、あるいは感染者が既に帰宅をしてい

るけれども、宿泊していた経歴があるという場合とか、いろいろ場合によって対応の仕方が

違うのかなと思うのですが、その辺のそれぞれの事情に応じた対応マニュアルというような

ものになっているのか、それとも全体としてのものなのか、その辺についてちょっとお聞き

したいと思います。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 
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○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問についてお答えをさせていただきた

いと思います。 

  洞爺湖町新型コロナウイルス感染症対策マニュアルでございますが、これにつきましては、

平時、平常時の感染予防に関する啓発広報、または環境整備、消毒の徹底ですとかそういっ

た先ほど総務課長のほうからも報告がございましたが、答弁にございましたが、職員の体調

管理シート、またはそういったものを平常時の対応とさせていただくマニュアルとなってお

りますし、また感染者が発生した場合という部分の連絡体制、またそれに対応する本部の開

催で、その区分といたしましては、職場内で感染者が出た場合、公共施設で出た場合、学校

で出た場合、または一般の事業所で出た場合、または住民の方々から発症者が出た場合、そ

れぞれの消毒実施ですとか、病院への搬送、入院支援ですとか、退院後の健康管理といった

項目に沿いまして、情報の管理ですとか、相談対応、それぞれ各施設ですとか、状況に応じ

た対応を取り進めるためのマニュアルとなっております。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） それぞれの事象に応じて、対応のマニュアルがあるのだということで、

今日は時間がないので、そのマニュアルの中身までは私もちょっと見ることができませんけ

れども、ぜひそういったマニュアルを議会含めてどういう場合にどういう対処をすることに

なっているのか、その辺も公表いただきたいと思うのですけれども、その辺、まずひとつよ

ろしくお願いします。 

  それと、この前、所管の委員会で洞爺湖温泉観光協会の役員の方々とお会いしました。そ

の中で、洞爺湖温泉旅館組合は発症者については隠さずに公表すると、こういうふうにお話

なっていました。それは、観光地として、感染対策に最善を尽くしているという証でもあり

ますし、感染者の発生による風評被害と感染拡大を最小限にとどめるための、大変評価のす

べき対応だと私は思います。それに伴って、ではそういう場合の町としての支援、対策、あ

るいは感染者が発生した際の行政としての対応や感染者保護と感染拡大の防止、あるいは関

係する事業者支援を、これも含めて先ほどのマニュアルの中に明記しているのかどうか、こ

の辺、もう一度確認させてください。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまご質問いただきました内容でございます。仮

に今、そういう形で職場などから感染者が出た場合、公表をしていただくということでござ

います。町といたしましては、職場などから町へのそういう公表または申出があった場合に

つきましては、迅速に率先して情報の把握を行い、室蘭保健所と情報を共有した上で、北海

道としての対応を確認させていただき、その事業所に対し必要な対応がもしあるのであれば、

申し出ていただくという形で、その状況に応じた対応をしてまいりたいと、またその内容に

応じては、北海道のほうに対し強く支援を求めていくという考えでできております。 

  以上です。 
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○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） ちょっと時間がないので進めますが、前段、最初のほうで、午前中も

述べましたけれども、感染者の居住地の開示というのは、全体でも３割弱ぐらいになってい

るのだそうです。非開示は、プライバシーに配慮するということでもあり、一理あると思う

のですが、必要以上の情報非開示というのは、逆に住民に疑心暗鬼を生むと同時に、感染者

数が実数と大きく乖離すれば、逆に気の緩みを生みかねないと思うのです。少なくとも、こ

れは道に対してですが、居住地の開示は住民の警戒心を高める感染防止も大きな意義がある

と考えるのですけれども、そういう意味で、ＰＣＲ検査に関する町民への情報、医療機関の

情報提供や検査に関する内容、こういったものをしっかりと道のほうでも開示するように、

これは町のほうから求めていくべきではないかと思うのですが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 私も、いろいろな北海道の開示情報を見ますと、最近は特に、以前

に増して居住地非公表というのが多くなっているなと感じてございます。ただ、やはりこの

情報の開示につきましては、全て北海道が一括して担ってございます。市町村が独自にその

患者、また家族の方と接触して開示していいかどうかという判断はできないようになってご

ざいます。 

  そういう意味では、北海道に当然居住地等の公表というのはお願いしたいと思いますが、

個人情報の問題があると思います。やはり、プライバシーの保護の問題というのは、非常に

これは優先されるものかなということで、その辺はやはり北海道も苦慮しているのではない

かなということでございます。いろいろな話を聞きますと、北海道もしっかりと時間をかけ

て、何とか居住地の公表をいうようなことを話はしているようなことも聞いておりますが、

なかなか難しいのが現状かなと思ってございます。議員おっしゃられることは、十分理解で

きますので、もう少し保健所、また北海道のほうにも、その辺は協議をさせていただければ

と思っております。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先ほど来、お話ありますが、私も胆振町村会、あるいは管内の保健所

が入った会議等では、情報の開示はやってほしいということは何回も訴えさせていただいて

きました。職員も同席している会議でも言っておりますので、恐らく聞いているとは思うの

ですが、なかなかやはりその壁が崩されていないのが今現状でございます。ただ、ことある

ごとにまた、道のほうにも話をしていきたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 各自治体でも、公表のあり方に何か違いが出ているのですね。北海道

だけが公表の基準に沿ってやっているということではないようで、例えば道内の観光地とし

て有数の小樽市の場合は、公表されている方については入院、病養中など、接触者の有無な

どについても公表されているようです、ですから、率先して、当然それは感染者の同意も含

めてなのでしょうけれども、むしろその感染した方との濃厚接触と思われる、追跡調査に何
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日も実はかかっているのだということなのです。ですから、むしろどこの地域で感染したか、

どこの職場で感染しているかというぐらい出していただくと、そこに職場に関わる従業員や

家族、そういったところは自主的な、例えば外出を控える、こういうようなことも、検査の

手が及ばなくても自主的に判断をして、取りあえずその状況を、自分の身体の状況も含めて

様子を見ることができるということで、これも一つの感染拡大を予防する手だてになるのだ

ということだと思うのです。ですから、小樽市のようなこういう取組も、ぜひ、少なくとも

道内の進んだこういう情報公開をしている自治体にも学ぶべきではないかと、そのことに

よって町民の不安解消とともに、注意喚起につながると思いますので、ぜひこの点について

も検討いただきたいと思います。 

  それから最後ですが、医療機関への支援、保健所機能の強化とか事業者支援の継続、ある

いは感染者への差別防止対策など、対策強化が必要だということは言うまでもありません。

その中で、私、非常に気になる情報を最近得ました。実は、特に医療機関や高齢者施設で、

クラスターの発生は深刻です。最近判明したことですと、感染者を受け入れている室蘭市立

病院の感染症病棟で、対応しているスタッフのＰＣＲ検査、いまだ一度も実施されていない

と聞いています。医療施設での人員不足や、財政負担で逼迫している状況の下で、従業員は、

医療従事者は必死に頑張っているわけですけれども、そういう医療スタッフの健康を守るこ

と、そして精神的負担を本当に和らいでいくこと、そのことが、こういうのは室蘭なら室蘭

で行政検査をしっかりとやるということも含めてそうなのですが、うちの場合も、町内に医

療機関もありますし、介護施設もあります。やはりそういうところでのクラスターの発生を

抑えるためにも最低限、そこに従事する職員のＰＣＲ検査は、事業者、そして町とも協働し

て協力しながら実施していくこと、このことが大事だと思うのですが、最後にそのことにつ

いてちょっとお答えを頂きたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今回、私ども医療機関のほうで発生したわけでございますけれども、

これも何回も答弁させていただいておりますが、医療機関のほうはもう既に室蘭保健所、あ

るいは道のほうからの指導もありまして、職員全員、それから入院患者全員、そして関連す

る、危ないと思われる方、そちらのほうについてＰＣＲ検査を実施すると聞いておりまして、

今現在もやっている、その結果が数日中には出ると聞いております。ただ、この病院に限ら

ず、私どもの町のいわゆる高齢者施設あるいは保育所、学校、こういうふうなものに出たと

きには、それなりに保健所のほうと相談しながらしっかりした対応を組んでまいりたいと考

えております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） それでは、２番目の質問に移ります。高齢者医療の充実についてとい

うことで、高齢者の医療の確保に関する法律が改正されました。そして令和２年４月１日、

今年の４月１日にこれが改正法として施行されました。これに先立って、北海道後期高齢者

医療広域連合第２次広域計画が改定されましたけれども、これに関わって当町の高齢者医療
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の充実ということについて質問させていただきたいと思います。 

  今回の北海道後期高齢者医療広域連合の第３次広域計画の改定の中身ですが、ちょっと説

明を頂くとまた時間がかかるので言いますけれども、高齢者の保護事業と介護予防の一体的

な実施と、枠組みということで、広域連合から市町村へ委託するという形でこれが実施され

ることになりました。市町村は、事業主体のコーディネートを行う医療専門職として保健師

を配置し、医療データ等の分析、地域の健康課題の把握を行って、課題解決のために必要と

なる保健事業を企画調整する。市町村において事業の実施方針を策定するということになっ

ておりますが、当町の状況について説明いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問についてお答えをさせていただきた

いと思います。 

  北海道第３次広域計画の改定が確かにおっしゃるとおりなされました。事業につきまして

も、今、議員に説明いただいたとおりの変更となってございます。町といたしましての取組

状況、また実施方針ということの部分について答弁をさせていただきたいと思います。 

  洞爺湖町は、北海道後期高齢者医療広域連合、高齢者保健事業実施要領に基づいて、議員

のおっしゃっておりました保健介護一体的な実施推進事業を町は実施しておりません。その

ため、実施方針については策定しておりませんが、当町の高齢者事業を実施する上で必要と

なります令和２年度の高齢者保険事業の実施について、高齢者の医療の確保に関する法律に

基づきまして、高齢者保健事業に係る基本的な方針を定めて、北海道後期高齢者医療広域連

合へ報告しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今説明いただきましたように、実施方針、実施計画についてはつくっ

ていない、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施という点での実施方針なり計画は策

定されていないと。それに代わる、これまで当然ほかの自治体もそうですが、取組はしてい

ないかというと、そうではないのだろうと思うのですが、特に今回の場合、医療専門職をそ

れぞれの自治体に配置することができると。個別の訪問や介護予防の通いの場においても活

動できる、そういう職員を配置することをできるということで、この保健師の任用は、市町

村に１人配置できると言われています、新たに。１人当たり580万円、国からの支援が３分

の２、広域連合からは３分の１が負担する、地元の自治体の負担、ありません。ですから、

この人件費580万円については、地元に負担なしで職員の採用に充てることができるという

ことで、実施方針を策定した後、その方針に基づいて、日常生活圏域ごとに保健師あるいは

管理栄養士、歯科衛生士の中から選んで、その事業実施に必要な医療専門職員を配置すると

いうことでありますし、個別の訪問や介護予防などについても１名、１人当たり350万円の

支援があるということで、大変財政的にこういった支援があるだけに、町としても積極的に

これを受け入れ、活用していくべきではないかと思います。実施方針を立ててないというこ
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とですから、これは将来的にも立てない方針なのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいま議員から説明がありましたとおり、保健介護

一体的な事業を洞爺湖町で実施した場合、１人分の580万円、町としての持ち出しがない中

で、人件費の財政的な支援が行われるという形にはなっております。町といたしましても、

現在はその事業を実施していないことから、人的専門職員等の財政的な支援は受けておりま

せんが、今後、必要な令和４年度以降で事業の実施に向けて検討を進めてまいりたいと思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） こういった制度があっても、なかなかすぐ対応できないというか、受

けることができない。それはなぜかと言えば、先ほど出ていたように、市町村における事業

の実施方針ができていないということが要因だということで、来年度ではなくて再来年度で

すね、令和４年度からということなのです。高齢者医療、あるいは福祉を充実させていく上

では、そういった取組をできるだけ町としても率先して進めていく必要があるのかなと思っ

ております。 

  改定第３次広域計画でも、フレイルに重点を置いた、虚弱者ですが、重点を置いた高齢者

保健事業を市町村と連携、協力して実施することとか、訪問、保健事業の実施など、高齢者

保健事業の一部を市町村に委託するとなっております。広域連合と市町村は、その市町村が

実施する国民健康保険事業及び地域支援事業と高齢者保健事業を一体的に実施していく合理

的改定を今提起しているわけですから、ぜひ、今後、これをできるだけ早い時期に町として

も受けて実施していくような方向に取り組んでいただきたいと思いますが、その点で改めて

答弁いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 現在のところ、実施方針を定めてないということでございますけれ

ども、実は先ほど令和４年度から進めたいとお話しした中には、もう一つ子育て世代包括支

援センターの設置というのがございます。これにつきましては、まず令和３年度から実施は

するのですが、もう少し詰めた内容を令和４年度から検討してございます。これと一緒に

なって、保健師体制とか考えていかなければいけないという考えから、いま令和４年度とい

うお話をさせていただいております。そういうことから、決してやらないということではご

ざいませんし、町としてはやるべきことはしっかりやっているというふうにまず認識してご

ざいます。ただ、議員からもおっしゃっていただきましたように、せっかくある補助制度を

うまく活用して、もっと充実したものにしてはどうかということでございますので、その辺

はしっかりと今後検討させていただきながら、先ほど申し上げました子育て包括支援セン

ターのほう、これと一体的に検討していきたいなという考えでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 
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○５番（立野広志君） 分かりました。この点については、２番目についてはこれくらいにし

ておきたいと思います。ぜひ、早い時期に高齢者福祉充実のためにも、やはり人的な確保が

何と言っても必要ですし、そのために財源もこうやって保障されているわけですから、これ

だけで充分だとは当然言えないのですが、これを大いに活用しながら取り組んでいただけれ

ばと思います。 

  それでは、３番目の点に移ります。少人数学級に関わる町の説明文書の内容ということで、

質問通告させていただきました。これ、なぜこんな質問をしたかというのはもうご存じだと

は思いますが、教育委員会が全員協議会の中で発表した、「ポストコロナ期における学びの

在り方を踏まえた新あぶた保育所建設の基本方針」という、この中身を見て私、ちょっと非

常にびっくりしたのです。与党議員のどういう議論がされているかということを随分詳しく、

日別に追って記載されているのだけれども、要は、国が少人数学級を、特に文科省ですね、

国というより。文科省が少人数学級を実施するために、来年度予算に概算要求を出すことに

なったわけです。そのことを書いているわけなのですが、単に文部科学省が2021年度の予算

案の概算要求に少人数学級の検討を盛り込んだこと、同時に義務教育標準法を改定して正規

の制度化を目指す意向であるという、このことを明記さえすれば十分な中身だったし、せん

だって、今日の初めのほうで言われた教育長の行政報告、あの行政報告で充分意味が解せる

わけです。なぜ、与党の議員の中で、どういう議論が行われているなんて話を書く必要が

あったのかというのでちょっと私、すごく違和感を感じました。その点で、まず、どういう

意図でこれが書かれたのか、ちょっとその辺だけ説明、先にいただけませんか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） ただいま議員のほうからご質問のございました件でございますけ

れども、新あぶた保育所建設の基本方針の前段の説明内容についてなのですけれども、まず

本町保育所と入江保育所、これの統合移築先について至った経緯、これの要因について改め

て記載をさせていただいてございます。また、引用した内容についてなのですけれども、新

聞、それからテレビなどの報道、それから文部科学大臣の記者会見録、これなどを参考にし

て作成をしている内容になってございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） だから、そこまで書く必要があったのかと、私言いましたように単に

文部科学省、事実として言えば、来年度予算の概算要求に少人数学級の検討を盛り込んだと

いうことなわけですから、当然文部科学省は概算要求しても、国がそれを予算化するかどう

かまだ分かりません。分からないけれども、少人数学級を求める意見書が、もう全国各地で、

11月14日の時点でもかなり政府に届けられて、これまでかたくなに少人数学級を拒んできた

与党に対して、少人数学級の実現を求める全国の署名、議会への意見書、そして国会での繰

返しの質疑、それに伴う政府答弁などが行われて、ようやく今こういう状況になってきたと

いうことであって、何かこれの説明だけ読めば、まるっきり与党の中だけで検討して始まっ
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ていくような、そんな中身しか書いてないので、非常に表現として、公文書として、役所の

出す文書として、内容が偏ってませんかということを言いたいわけです。そのことをどうい

うふうに教育委員会で認識してこれを作ったのかということなのです。 

  もう一つ言いますと、少人数学級、長年の悲願なのです。教職員や保護者が先頭に立って、

毎年たくさんの署名が寄せられています。その粘り強い取組が、今全国の大きな世論となっ

て、国に実現を求める意見書を採択する議会が、最近一気に広がりました。政治が今、国が

国民のこういった運動によって、大きく動こうとしているのです。少人数学級化を求める教

育研究者の有志は、署名が全国でもう18万人以上集まっていると言われています。そういっ

たことも含めて、国会での文科大臣の答弁では、共産党の衆議院議員の質問に対しても、不

退転の決意で臨むと、勇気をもらったと、こんなふうに答弁されてもおります。ちょうど同

じ日に、11月13日ですが、ゆとりある教育を求める全国の教育状況を調べる会、これもさら

に正規の教員で少人数学級を実現するための試算も公表されています。 

こういった本当に全国の取組、特にコロナ禍で分散授業なども行われることによって、こ

の分散授業がいかに子供たちの教育にとって、一人一人の子供に丁寧に教育、教えることが

できるかという、逆に言えば実感するものにもなってきているということで、とりわけこの

新型コロナウイルス感染症を受けて、今の40人学級でいいのかということも言われるように

なりました。学校の中で、それなりに距離をとって生活しましょうといったって、今の教室

の中に40人近く、あるいはうちでは40人満たないけれども、近くいる生徒もいますけれども、

クラスも。それがぎゅうぎゅう詰めで、社会生活の中では、買い物するとき、レジに並ぶと

きには間隔を取りましょうとかいろいろ言いながら、学校の中ではぎゅうぎゅう詰めなので

す。これでいいのかという声も随分上がってきている。だから、この少人数学級を、今コロ

ナ禍の中で実現しなくてはいけないという声が大きく上がってきているのです。 

少人数学級は、そもそもは民主党政権で段階的な実現の一歩が進められたのですが、それ

は小学生の、小学１年生の35人学級で実現しました。ところが、その後安倍政権になって、

財務省などが教育的効果の裏づけがないと言って、これをやめるべきだと、そういう声まで

上がってきている。今度こそ、今の政権の中で政治決断が求められている、そういう問題で

もあるのです。 

だからこそ、与党の中だけで進んでいるわけではない、国民的な運動に政府も、要は押さ

れて、この実現に向かて、今、政府というよりは文科省です、が押されて、今文科省が動き

出してきているということです。正確に言えばそういうことなのですよ。だから、これだけ

でもって、少人数学級が実現するという話ではないし、その辺の背景をしっかりと行政とし

て出すものは出すべきではないかと思うのですが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 少人数学級の実現、これは広く国民各層、各種教育関係機関、団体

等々が共有して求めている民意の結果に対しての国の動きであると認識しておりますことか

ら、先日の説明では言葉足らずで説明が不十分であったこと、また配慮にかけていたことに
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対しましては、深くおわびを申し上げたいと思いますが、決してこれまでの少人数学級実現

に向けてご尽力をされてこられました全ての方々の思いや願い、これを軽視するものではな

いということはご理解を頂きたいと思っております。教育委員会といたしましても、少人数

学級編成の実現は最優先課題であると認識しているところでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） それで、文部科学省が今、先ほども言いましたけれども、来年度の予

算の概算要求に少人数学級の検討を盛り込みました。義務教育標準法も改正して、正規の制

度化を目指すということになっています。さっきも何回も繰り返しますが、国民の声がこの

少人数学級に、長期に背を向けてきた政府を動かしていると、重要な変化だと思っています

が、同時に今回のこの概算要求は、規模も進め方も記されていない。事項要求というのです

ね。ことがらと書いて事項要求と言われるもので、本当に法改正や予算が認められるのか全

く未定になっています。少人数学級は重要な局面をそういう点では迎えています。ですから、

むしろ行政としても町としても、この点での教育委員会、地方行政として、国に少人数学級

を必ず実現する、そのことを強く求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 少人数学級の必要性については、今、先ほど申し上げたところでご

ざいますけれども、新型コロナウイルス感染症の拡大、これをきっかけに現在の40人学級で

は児童生徒の密を回避するのは難しいとして、30人以下の少人数学級実現のための関係する

法律の改正に向けた動きとなっております。少人数学級は、児童生徒一人一人に目が行き届

き、きめ細かな指導が可能であり、子供たちの心身の健やかな成長、これを支える教育環境

の充実を図る上で有効であると認識しているところでございます。教育委員会といたしまし

ては、今後、国における少人数学級編成に係る議論を注視しつつ、北海道町村会などが要望

活動を行うのであれば、連携をして少人数学級編成の実現に向けて、国や道に対して強く求

めてまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 少人数学級を求める国民の声というのは、子供に良質な教育をという

希望にあふれたものになっています。コロナ禍のもとで、身体的距離の保証としても、この

少人数学級は不可欠な問題なのですが、文科省は、10年かけて小中学校を30人学級にする計

画なども検討していると。10年かけてという話なのです。しかし、国民が求めているのは、

身体的距離も取れる20人程度の学級、今の学級の半分です。同時に教員確保の観点から、ま

ず30人学級といった段階も必要としても、10人、30人学級にするにしても10年では遅すぎる

ということです。そういう点も配慮しながら、ぜひ町村会あるいは道を通じて、国に要望し

ていただきたいと思います。 

  それと、最後に伺いますが、結局教育委員会が出したこの基本方針というのは、だから学

校併設ではなくて、単独建設ですよということなのですよね。単独建設ということは、当初

の三つの案の中にはなかった話です、たしか。虻田小学校への統合移築を断念したとされて
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いますが、新たな保育所の統合移築による建設費や財源の見通しがもしあれば示していただ

きたい。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） ただいまのご質問についてでございますけれども、まず虻田小学

校への統合移築につきましては、既存施設の活用による改修費用の抑制、それと子供同士の

交流活動の充実、それと教職員との交流が図れることなどを想定しまして改修を予定してご

ざいましたけれども、先ほど来議員のほうからご指摘等々ございますけれども、少人数によ

る指導体制の整備、それと少人数学級の実現に向けて空き教室の確保が今後の課題となる可

能性がございますことから、統合移築先を変更して事業を行うと、そういう予定してござい

ますけれども、新たな保育所の統合移築による建設費、これにつきましては、現在のところ

は未定でございます。また、財源についてなのですけれども、現在のところ、過疎対策事業

債が利用できるのではないかと考えているところでございますので、ご理解いただきたいと

思います。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 当初から、学校との併設とか、あるいは今の既設の幼稚園等の認定こ

ども園の設定だとか、そういうことしかプランとして上がってなかったのですが、今回では

単独で統合させるという話が出て、過疎債の対象にもなり得るのではないかという話があっ

たのですが、なぜ当初からそういう話は出てなかったのですか。 

〇議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 昨年度、保育所の移築の関係につきましては、保護者の皆様、それ

から町民の皆様にいろいろご説明をさせていただいて、最終的には虻田小学校の空き教室を

利用する、これがいわゆる幼保連携の大きな一歩になるのではないかということでご理解を

頂いたところでございました。また、財源的にも今の虻田小学校の空き教室を利用すること

が財政効果からも考えても適切ではないかというような考えから、昨年度説明をさせていた

だいてご理解をいただいたところだったのですけれども、その後、いろいろとやはり今回の

コロナ禍における少人数学級、もちろんこれもございましたけれども、財政的なところも考

えますと、私ども、当初、保育所の入口は小学校の玄関とは別に、新たに設けて、そこで保

育所専用の入り口ということで考えておったのですけれども、そうなると、既存の外トイレ、

それから外物置、これらの移築、これも発生してきます。その経費が、思いのほか大きくな

る、それからその時期ですね、解体及び新設の時期、これらもやはり当初の計画とずれたと

ころがございましたので、そういった様々な問題点を整理したときに、やはりこれは新しく

新築をしたほうがベストではないかというような考えの基に、今回の計画変更ということに

至ったわけでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） ちょっと一言だけ指摘をしておきたいと思うのですが、９月の議会で

私たちの同僚議員の今野議員が、この虻田小学校との併設というのは教室の問題やスペース
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の問題や様々な問題で課題があるのではないかという話をした際には、新たにこういった考

え方はほとんど示されなかったのです。その辺を考えると、議会での質疑や疑問が、本当に

その後、しっかりと町の中で検討されて、例えば今回のように文科省が来年度の概算要求に

出したという段階の前から、実はソーシャルディスタンスは小学校の中で併設すればかなり

困難だということは目に見えているわけですから、その辺の何か主体的な線の検討というの

がどこまで行われていたのか、非常に私、弱い面があったのではないかなということを

ちょっと指摘したいと思います。 

  それと最後に聞きます。総額の事業費、場所も決まってないし、何も決まってないという

状況ですけれども、大体どのくらいの事業費を予定しているのでしょうか。想定しているの

か。 

〇議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） その点につきましては、先ほど担当課長のほうから説明したとおり

なのですけれども、洞爺保育所が新築移転したのですけれども、あのときで建設費を含めて

２億8,000万円の予算を必要といたしました。今回は、定員も多くなりますので、それより

は増えるかなと想定しているところでございます。 

 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） すみません、この件で最後に行政長としての町長の見解も伺いたいと

思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 小学校の併設、これはこれで教育委員会のほうでしっかり考えていた

だいた形かなと思っております。ただ、このコロナ禍の問題で、学校も閉校になったりだと

か、あるいは国のほうからの少人数学級、こういうものも新たに出てきた。この問題につい

ては、先ほど来意見交換をしている中で、決して与党の議員だけでなくて、本当に下のほう

から上がってきた賜物で国を動かしたのかなと私も認識しております。 

そんな中、今の校舎は学級数が多くなるとやはり問題が出てくるだろう。そこで新たな保

育所をといったときに、以前から頭の中になりました町有地、そこのところは公共施設が

整っておりますので、まだ用地的には何とか保育所が入っても大丈夫なような用地というこ

とで、保護者のいわゆる送り迎えもスムーズにできるのではなかろうか。そして高台のほう

にあるということで、そちらのほうがいいかなと。 

建設費の関係でございますけれども、先ほど洞爺地区のほうの保育所、これが２億8,000

万円くらい、約３億弱ということでございましたが、今回、規模がちょっと大きくなります

ので、その額よりは大幅に上回るかなと思っておりますけれども、当初の虻田小学校、こち

らのほうへの移設と遜色ないくらいの金額でできるのではないだろうか、また下手したらと

いったら言い方が悪いのですけれども、積算をよくやってみると、それの枠よりも下のほう

で建設ができるのではないだろうかということで、全体の額はまだ出しておりませんけれど
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も、いろいろ今後とも教育委員会と調整してまいりたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） それでは、以上で私の質問を終わります。 

○議長（大西 智君） これで、５番、立野議員の質問を終わります。 

ここで休憩といたします。再開を２時５分といたします。 

                               （午後 １時５４分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ２時０５分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を行います。 

  次に、８番、今野議員の質問を許します。 

  ８番、今野議員。 

○８番（今野幸子君） ８番、共産党の今野幸子です。 

初めに、感染された方の一日も早い回復をお祈り申し上げます。同時に、従事している職

員や関係者、その家族の方々への感染拡大と広がらないよう、町には早急にかつ的確な対応

と支援を求めてまいります。 

質問に入らせていただきます。 

虻田小学校グラウンドにサッカー用の夜間照明の設置について質問させていただきます。 

サッカーの指導者から、サッカー用の夜間照明を設置してほしいとの相談がありました。

野球用の照明だけでは、サッカーをするほうまで明かりが不十分で、練習が思うようにでき

ないということです。このサッカーチームは、地域おこしで発足したサッカーがコーチ不在

となり消滅したものですが、その話を聞き、チーム復活をさせる形でサッカーチームが出来

上がりました。今はコーチをしてくれる人も10人ほど、多くは伊達の方向から来てくれてい

るそうです。チームの加入者は要望書を提出したときよりも増えて、50人ほどになりそうと

のことです。要望書提出の際には、お忙しい中、町長に時間を取っていただき、直接お話で

来たことをうれしく思っています。その後、要望書の進展はありましたでしょうか。お聞き

します。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 虻田小学校グラウンドの夜間照明の増設に関する要望書とい

うことで、現在野球用に内野部分の夜間照明がありますけれども、サッカー少年団の使用時

には部分的にしか照明が当たらないので、練習を困難なものにしていることから、サッカー

少年団の練習使用に夜間照明の増設を求めますということで要望を受けてございます。その

ことにつきましては、現在、庁舎内で検討を進めているところであります。 

その中で、幾つかクリアしなければならない課題というのも考えてございます。１点目は、

照明を取りつける位置でございます。照明を取りつけたことによる効果、使用できる状態が
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確保できるかどうか、明るさの調査を現在実施しているところであります。２点目は、周辺

住民への理解でございます。少年団活動は、夜７時までとなってございますけれども、住宅

が近接しておりますので、皆様のご理解を得られるよう配慮していかなければならないと考

えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今、要望書を提出したときに、町長からやはりそういった近隣の民家

の方々に影響を及ぼしてはまずいと。そういうのがちょっと懸念されるのだという話を聞い

ていました。それで、今現在、野球照明のついているところ、その近隣の家、どのくらい影

響があるのかを聞いてきました。２軒ほど留守で、なかなか会えなくて聞けませんでしたが、

近くの方々からは、全然影響はありません、大丈夫ですという話を聞いております。また、

反対側に、サッカー場のほうの近隣の家の方々、そこら辺もやはり２軒ほど留守で聞けな

かったのですが、１軒はもう壁で、道路側が全部壁という感じなので、多分影響はないだろ

う、これは自分の気持ちです。もう１軒は、ちょっとなかなか取れなくて分からなかったの

ですけれども、その他は全て大丈夫です、全然構いませんという返事をいただいております。

そういった中での、その部分はクリアになると思うのですが、あと位置とかその効果という

のは、やはり設計上の問題で、ちょっと私はその難しいことが分からないのですけれども、

コーチの方から聞くと、それほど高くなくても大丈夫ではないかという話も聞いております

ので、いい返事が頂けたらと思います。 

  また、サッカー場、月浦のほうですか、そちらのほうに通ったらという話もあったのです

が、先ほども言いましたように、コーチの多くが伊達のほうから来ている、そしてチームメ

ンバーは小学校に入る前の小さな子供から加入している。コーチが来て、乗せて連れていっ

て、また返ってきてそれから家に帰る、子供の帰宅時間から考えてみると、本当に練習する

時間がなくなります。それと、コーチといっても皆さん仕事していますので、毎回同じ時間

に来て送迎ができるとは限りません。そういったときに、練習がなかなか思うようにできな

いのです。そういうことで、この虻田小学校にぜひとも練習できるようにしていただきたい。

虻田小学校ということで、虻田小学校の校長先生にもそういう設置はしてもいいでしょうか

という話を通しました。校長先生も、子供たちが喜んでくれるならどうぞと、あとは町の問

題だということでお話は伺っています。そういうことですので、ぜひつけていただきたいと

思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 設置に向けては、今、先ほど申しましたとおり検討中でござ

いますので、これにつきましては、調査結果を待って、再度検討していきたいと考えてござ

います。ただ、サッカーにつきましては、ポロモイスタジアムもぜひご活用いただければと

考えてございますけれども、送迎や帰りの時間の関係から使用が限定的にならざるを得ない

というお話でもございますので、地域の少年スポーツ発展のため、子供たちの健全育成のた
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めに、夜間照明の設置につきましては検討を進めてまいりたいと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 現在、チームは練習試合だけで、公式試合というのが出場できない状

態にあります。出場するためには、室蘭のサッカー協会に登録する必要があるそうです。ま

ず、そのサッカーチームに登録する条件として、審判の免許を持っている人が２人以上、

コーチのライセンスを持つ人が２人以上、こういうのが条件にあるそうです。ただいま、そ

の条件に沿ってコーチたちが取れるように今頑張っている最中です。それから、子供たちに

も、公式試合に臨めるように、子供たちのユニフォーム、２種類の色違いの20着ずつ、40着、

もう既に発注している、もうやる気満々なのです。できるだけ早く子供たちに練習場を与え

ていただきたいと思います。目安は分からないでしょうか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 設置の時期ということになりますと、まだ、先ほども申し上

げましたとおり、検討中ということでございますので、今調査している部分、その調査の結

果を待って、再度協議をさせていただきたいと考えてございます。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 本当に、今少子高齢化という時代の中で、個人競技については子供

たちもそれぞれ思い思いのスポーツができる状況かなと思います。ただ、やはり集団で行う

スポーツ、野球にしろサッカーにしろ、その他もろもろにしろ、なかなかチームが編成でき

なくて、試合はもとより練習もできないというような状況なのかなと思っております。やは

り、子供たち、未来ある子供たちに好きなスポーツを広めていく、この環境整備というのは、

行政にとしても必要なのかなと私も認識しております。 

ただ、今回要望が上がりました件につきましては、照度の問題だとか、それから設置する

場所の問題だとか、それからやはり大きく問題といいますか、課題として挙げられるのが、

議員は周辺の地域の皆さんに説明といいますか、ご意見を伺って、特に問題ない、大丈夫だ

よというようなお話をされたかと思うのですけれども、私どもも先ほどの調査の結果を基に

住民の皆様、近隣の皆様に説明をしていかなければ、またもちろん、その責任もあると思っ

ておりますので、十分そういった時間、大変申し訳ないのですけれども、そういった時間な

り対応をさせていただく、それはご理解いただきたいと思いますことから、今、この時点で、

いつ、では設置できるのかということについては、大変申し訳ないのですけれども、この点

についてご理解を頂きたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） このコロナ禍で、暗い感じの日々を送っている子供たちです。どうか

明るいニュースをできるだけ早く届けていただきたい。これを要望して、次にまいります。 

  高砂貝塚館、入江貝塚公園、そして、郷土資料館の環境整備について質問させていただき
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ます。役場の入口に、世界遺産の推薦の大きな垂れ幕がかけられています、洞爺湖には、有

珠山、昭和新山、山あり、海あり、湖あり、ジオパークもある、温泉もある。季節ごとのす

ばらしい景色がある。加えて、今度は貝塚の世界遺産推薦、こうなると本当に挙げるといっ

ぱい、洞爺湖というのはいいところがあります。私も長年住んでいますが、今でもやはり景

色には感動します。 

この洞爺湖町にいかにお客さんを集められるのか、今度、その貝塚の世界遺産推薦によっ

て、観光資源となる要素がまた新たにできました。この要素を生かしていくには、どのよう

な対策が必要なのか。集客が一時的なものに終わるのか、今後ずっとそれを続けて増やして

いけれるのか。今の観光客をどれだけ増やせるのか。今後の対策にかかっていると思います。

高砂貝塚館も増築され、貝塚への集客のため、バスなども停められる駐車場も整備されます。

１か月平均、または年間を通してでもいいです。何人ほどの集客を目指していますか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 貝塚館への来場者数につきましては、８か月間、４月から11

月まででおよそ5,000人を想定してございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） この5,000人というのは、今までの統計ですか。今後、目標としてい

る5,000人ですか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） この5,000人の根拠につきましては、2000年の噴火以降、今

までで最高だった人数5,000人ということで想定してございます。令和元年の人数は3,830人

でございました。これを世界遺産登録になれば上回るだろうということで、一応目標の設定

を過去の最高、噴火後の最高というふうに設定してございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 世界遺産の推薦になる前の最高ですよね。できましたら、目標はもっ

と高い目標を持っていただきたい。せっかく推薦ということが決まったのですから。それが

なくてもそれだけの集客ができたのですから、今度はその要素が増えた以上は、それを上回

る集客の目標をもっていただきたいと思います。また、高砂貝塚館に一度に入館する人数は、

多くて何人程度と想定していますか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 貝塚館に一度に入場する人数ですけれども、これもこれまで

の実績でございますが、修学旅行、およそ100人が来場します。これを半分に分けて、貝塚

公園と貝塚館と30分ずつ交代で見学をいたしますので、実績から貝塚館に入館する最大の入

場者数は50人と想定してございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 
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○８番（今野幸子君） これも実績からの100人、分けて50人ということですよね。これは、

今増築も行われています。その中で、やはり50人というのが、今後目指す最高の目標になる

のですか。やはり、さっきと同じように、認定される前と同じような目標で終わってしまう

のか、ましてや施設も大きくなるということで、もう一度聞きます。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 増築をして、そこで体験学習をする、それからガイダンスを

する、それから中の展示室を見学していただくというようなコースになろうかと思います。

そうしますと、一度に入れる人数というのは、おのずと限られたものになってくるだろうと

いうことを想定してございますので、今、この段階では、団体に関しましては予約を受け付

けて、最大50人とさせていただきたいということで考えてございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） バスなどは、今の駐車場で何台くらい駐車できるのか。個人で来る車

も含めて、駐車場で停めれる数というか、バスは何台ぐらいというのは、ちょっとお聞きし

ます。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 今現在の駐車場、入江高砂貝塚館の前でございますけれども、

６台は駐車できるような、バスですね。そこまで重なったことというのは、今までもござい

ませんでしたので、せいぜい修学旅行で多くて３台、入れ替わりでまた３台が来るというよ

うな形で考えてございます。 

  以上です。 

（発言する者あり） 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 個々の車ですと、バスを、すみません、ちょっと数があれな

のですけれども、大体あそこで10台、テニスコートの正面で10台から15台停めれるスペース

はございます。乗用車ですと、さらに郷土資料館、駐車場もございます。そちらにつきまし

ては５台ほど、五、六台停めれるスペースは確保してございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 先ほど、50人くらいということでお聞きしましたが、これから集客に

力を入れていってもらえると思うので、コロナの対策上、余り一遍には入れられないと、そ

ういうことでその目標ならいいですが、何もない状況でもやはり同じ50人程度という考えに

なりますか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） もちろん、コロナという考えもございますけれども、一度に

ご案内できる人数、管内でご案内できる人数というのは、やはり50人が限度だろうと考えて

ございますので、こういう人数で最大としております。 
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○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 50人がその会館に入ります。高砂貝塚館、入江貝塚公園、郷土資料館

には、男子、女子、多目的など、それぞれトイレは幾つありますか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） トイレの数のご質問でございますが、まず貝塚館でございま

す。男子の小便器が３個、大便器が１個、女子が２個、多目的トイレが１個でございます。 

  郷土資料館につきましては、男子小便器２個、大が１個、女子が２個です。貝塚公園のほ

うでございますけれども、男子の小便器が３個、大が一つ、それと女子が２個ということに

なっておりまして、合計で合わせますと、男子小便器が７個、大が３個、女子でいきますと

６個となってございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今挙げられたトイレの数は、その50人、その集客目標に足りる数と捉

えていますか。特に高砂貝塚館をちょっとお聞きします。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） これまで、団体への対応といたしましては、混み合うことが

ないように貝塚館あるいは貝塚公園での自由見学の時間を設けておりますので、その間にト

イレを利用するよう促してございます。ですから、これまでも混み合う、長蛇の列を作るよ

うなことはございませんでした。時間の関係で出発前となった場合におきましても、郷土資

料館に分散して案内をしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） それでは、今挙げられたトイレ、そこのトイレに手を洗う場所、一度

に何人手を洗えますか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 各男女のトイレに一つずつついてございます。ただ、貝塚公

園の場合は、女子トイレのみ二つついてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） その今あるトイレは、洋式ですか、和式ですか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 現在各、その３か所施設においての洋式トイレというのは、

多目的トイレ、貝塚公園に一つ、それから貝塚館に一つ、計二つのみとなっております。洋

式トイレ。 

○議長（大西 智君） もう一度答弁、お願いします。 

○社会教育課長（角田隆志君） 現在、貝塚館において多目的トイレが洋式が一つ、それから

貝塚公園のほうに多目的トイレで洋式が一つ、合わせて二つとなってございます。 
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○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） そのほかは、全部和式でということでよろしいですね。先ほど、トイ

レの数を聞いたときに、男子に三つ、女子に二つ、何か、男子のほうがちょっと多い数を挙

げられました。トイレにかかる時間、一般的には男性よりも女性のほうが長くかかる。男性

トイレに順番待ちの列ができなくても、女性側に順番待ちの列ができていることはよく目に

することです。これは、皆さんも分かっているのではないかと。目にすることではないかと

思います。 

団体での行動は決められた時間で行動しなければなりません。ましてや、トイレが男性よ

りも少なく、そして時間もかかる。その上、手を洗う場所が１人しか手を洗えない。２人が

同時に入って、２人が出ても１人しか手が洗えない。そこでまた待たなければならない。そ

ういった状況にあります。 

また、今の子供たちには、やはり和式が嫌がる子も大勢います。そして、膝にちょっと違

和感を感じている人、腰にちょっと自信のない人、そういった方々がしゃがんだり立ったり

するのがとても大変、これは皆さんも理解してあげれることだと思われます。 

そういうことから、和式のトイレをさけて我慢する、そういう人が実際にこの貝塚館の中

にもいるということを聞いています。ここで足りなければそっちでやってください。そうい

うふうに分けてやるより、本人がしたいときにするというのが普通ですよね。それができて

いない。 

また、前に足りないのではないかといったときに、質問したときに、資料館に行ってして

いただく、こういう話も伺いました。今は公園のほうに行ってもらうという返答でしたが、

資料館にも行ってもらう。そういう話を聞いています。しかし、こちらも和式で、やはりこ

こも手を洗うところが１人しか手を洗えない、そういった状況です。 

今、このコロナ禍において、マスクや消毒、そして手洗い、密にならないこと、これは誰

もが今気をつけているところです。そして、皆さん、そのことには敏感になっています。こ

ういったことがある中で、手を洗う場所、それがない。そして、今、現にトイレに行って、

女性の場合は大体バッグとか化粧用品の入ったポーチだとか、何かかにか持っています。そ

れが、多くの人に当てはまる。ところが、今の手を洗う場所には、そのポーチを置く場所も

ない。バッグを置く場所もない。鏡も本当に粗末な鏡がぽんと置いてあるだけで、やはり今

は洋式とそれから化粧台、そういったものが絶対的に必要ではないかと思います。 

また、実際に実行されるかどうかはまだ分かりませんが、来年オリンピックが開催される

ようになったら、それをきっかけに外国の人も多くなってくることが想定もできます。この

想定の上で、まだあっち行ってもらいます、こっち行ってもらいますというだけで、そのト

イレでいいのか。その手洗いの数でいいのか。もう一度お聞きします。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） トイレの数につきましては、先ほど申し上げましたとおり、

団体が来た場合、見学の時間の中でのやりくりというふうにさせていただくことで、支障な
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くトイレを使っていただきたいと考えてございます。それから手洗いの場所につきましては、

やはり女子のトイレ、化粧台の設置について、そういったご提案については、これについて

は協議をさせて、検討させていただきたいと考えてございます。何せ、限られたスペースで

ございますので、どのようなことができるか、数については、トイレのベースについては、

かなり増やすことは難しいかなと考えてございますけれども、限られたスペースの中ででき

る限りの対応というのは考えていきたいと考えてございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今までその二つで何とかやってきたと。やはり、せっかくあの大きな

垂れ幕をかけて宣伝している割には、今までできたから今後もできる、これでは何ていうの

ですか、せっかくできた新しい観光要素を生かしきれないのではないでしょうか。本当に生

かす気があるのかどうか。目標も今までこの最高値。今まで足りたから大丈夫。何か、まる

で世界遺産が推薦されてもされなくても同じかなという、そういうふうにしか私には聞こえ

てきません。もう少し大きな、私は目標を持っているのかな、せっかくそれだけの駐車場を

造って、今度新しい高砂貝塚の公園もできましたよね。それをどんどんどんどん生かしてい

く、そして集客を伸ばす。ただ温泉に来たお客さんをこっちに回ってもらうではなくて、こ

の世界遺産になるかもしれないというものを念頭に出して集客するという、そういう気持ち

はないのでしょうか。目標も今までというのではなくて、もっと大きいものを持つ。そうい

うことが大切かと思います。 

  それと、先ほども言いましたが、２個で間に合っている。その中には、我慢するというお

客さんもいたということを聞いています、実際に。その我慢するというお客さんが何人いた

のか、それも何も把握できないで、間に合っていますという返事は、やはり寂しい返事だと

思います。やはりトイレというのはどこ行っても皆さん感じると思うのですけれども、

ちょっとそんなに建物が立派でなくても、トイレに入ってきれいだと、あ、ほっとするとい

う感じ、持つことあると思うのです。ところが、建物立派でも、トイレ行ってがっかりする

という人もいます。せっかく来たお客さんにがっかりさせない、そのくらいの気合を持って

いただきたいと思います。目標ももっと高く持ってもらいたいと思います。我慢して帰る人

も含めて今までは足りていたということです。それを念頭に入れてほしいです。もちろんそ

ういう人は手も洗わないですよね、我慢して帰るわけですから。やはり手を洗う、化粧する、

直す、女性の方なら、トイレのことを化粧室とも言います。また、お手洗いとも言います。

そのお手洗いの手洗いも十分にできない、そして化粧室と言われるようなトイレに化粧を直

すところもない。トイレは和式だと。これでは本当にがっかりします。だから、本当にこの

面では、がっかりさせるようなトイレにはしないでいただきたい。スペースがなければ、別

にトイレだけ作ったってかまわない。あっち行ってください、こっち行ってくださいでは、

本当にお客さんに迷惑をかけるだけです。もう一度、考え聞かせてください。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） まず一つ目に、目標を大きく持つということでございます。
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私どもといたしましても、せっかく整備した貝塚館と高砂貝塚により多くの方が来場されて、

縄文について親しんでいただくことを目標としております。その中で、今後、様々な事業を

展開して、例えば高砂貝塚におきましては、川を造りましたので、自然観察ですとか、ある

いは体験学習のガイドの養成ですとか、そういった来客に対応した様々な方策をこれから新

年度以降発展させていく考えを持っております。5,000人というのは、あくまで当初の目標

でありまして、これをさらに倍にも、２倍にも増やしていきたいということを考えておりま

す。また、そうしたときに、議員おっしゃいますトイレにつきましては、確かに足りなくな

る、待ち時間が増える、来客が多くなればなるほどそういった事態、ございます。まずは、

モニタリングをさせていただいて、その上でさらに検討を進めるということでご理解を頂け

ればと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） まさにトイレの問題、これは施設が新しくなって、本当に来町者も

増える。そうなったときにトイレが足りないよと言われるのは、やはりこれはちょっと寂し

くなるのかなと私も思います。かなり難しい、難しいというのは、その個数を増やすだとか、

様々な問題と、これは難しいと思いますけれども、できるのかできないのか、この点につき

ましては、建築サイドとも十分協議をした上で、また財源ももちろん必要になってくること

なものですから、町部局のほうとも十分協議をさせていただいた上で検討させていただきた

いと思っております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 手を洗う場所を増やす、それから洋式にする、トイレ自体を増やさな

くても、まずそこを改善していただきたい。それだけでも早く改善していただきたい、これ

を強く要望します。 

  入江貝塚公園についてちょっと。草がぼうぼうになっていて、保育所の子供たちがそこで

遊んでいて、手やら足が草負けしてしまうと。そういうことで、町のほうにも草を刈ってほ

しいと、そういうことを要望したらしいのですが、そのときに人手が足りなくてなかなかと

いうような返答を頂いている、こういう話も聞いています。 

これからも人手が足りなくて草が生えっぱなし、ましてや今度は高砂のほうにも大きな公

園ができました。あそこをやはりきれいに管理していくには、ないうちでも人手が足りなく

てということになると、必ず人手を増やさなければならないのではないかと思います。そし

て、草刈りだけではなく、あそこにいろいろな木がありますけれども、切った木や枝、枝が

下に落ちていたり、１か所に積まさってもいるのですが、その切った枝や何かの処理もきち

んとしてほしいし、それから老朽化して、もうさびて、もう座る場所もないようなベンチが

置きっ放し、そういうことのないように管理が必要ではないかと思う。そのためにも人手が

足りないなら人手を増やしてそういう管理をしていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 
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○社会教育課長（角田隆志君） 今ご指摘の点でございます。入江貝塚は、今年度につきまし

ては、ちょっと機械の故障によりまして、当初草刈りの時期が遅くなってしまったというよ

うなところはございます。その後、６月以降につきましては、社会教育課の職員と、それか

ら役場の職員の応援を頼みまして草刈りを実施したところでございます。 

枝が落ちているというようなご指摘もございます。それからベンチの老朽化、これにつき

ましては、早急に対応していきたいと考えてございます。 

  すみません、以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） それでは、人手が足りなくてできなかったわけではないのですね。大

丈夫なのですね。 

それでは、この次、今度はやらなければならない公園増えましたよね。そういうところも

今の人手の数で十分間に合うという考えでいますか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 高砂貝塚公園につきましては、高齢者事業団に委託をしてい

るところでございます。今年は、世界遺産の現地審査もございましたので、なかなか年３回

では足りないと。伸びる時期ですと、かなりぼうぼうになってしまうということで、これも

役場職員の応援を頂いて環境整備を実施したというところもございました。来年度につきま

しても、そういった形で職員とそれから事業団という形で、進めていく方向で考えてござい

ます。 

入江貝塚につきましては、常用の機械も購入しましたので、それは高砂貝塚のほうでも使

えるということで、かなり効率化を図れるかと考えてございますので、そういった対応を今

後していきたいと思っております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 人手が足りなくてできなかったというふうな答弁を聞いたということ

なのですが、今度は同じ人数でできると。危惧することは、職員が手伝う、職員が忙しくな

りすぎて、仕事が増えすぎるということはないように。今までできなかったことを今度する

わけですから、当然仕事は増えると思うのです。その点をくれぐれも気をつけていただきた

いと思います。また、その人手というのに対しては、貝塚館、それから資料館にも回ってみ

てもらうようなことも聞いてましたから、その資料館なんかも、もちろん公園のトイレも同

じなのですが、やはり消毒が必要になります。今、１人の人があっちもこっちも掃除して何

してということはやっていると思うのですが、だけど今度からは消毒するのも朝１回、帰り

１回では足りません。団体が入れば、その団体が過ぎた後、すぐまたやらなければならない。

その都度消毒が必要になってきます。そういった人手の配置、そういうのはどのように考え

ていますか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 今年度につきましては、コロナの影響あるいは貝塚館の改修
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等で利用者が減少しておりますので、管理人が対応をしてきたところでございます。貝塚館

あるいは郷土資料館につきましては、団体が来て帰る都度消毒を実施して、管理人のほうで

実施しているところでございます。来年度につきましては、貝塚館のほうと郷土資料館と両

方ということになりますけれども、まずは管理人の方を中心として消毒はやっていただくと。

その間、手薄になるということで、職員のほうも貝塚館に赴いて対応したいなと考えてござ

います。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） そういった施設においては、やはりただ消毒でぱぱぱぱっと拭き取る

と、それだけでは消毒、はい、終わりというわけにはいかないのです。トイレならなおさら、

掃除もしなければなりません。それも帰りに１回やれば、まあ、１日大丈夫、そうではない

のです。やはりそういった清掃や消毒も必要になってきます。そのたびに職員がそこに入っ

ていては、本当に大丈夫なのですかと。職員には職員の仕事があると思うのです、別にも。

逆にそっちの仕事が手薄になることはないのかと、そういう心配はありませんか。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 高砂貝塚、入江高砂貝塚の管理及び消毒でございます。現在、会計

年度任用職員が１名、あそこに配置をさせていただいております。来年度の話になりますけ

れども、今、当町では学芸員が２人いらっしゃいます。うち１名を、今、まだこれから協議

をしなければなりませんけれども、一つの方策としてその１名の学芸員を例えば郷土資料館

のほうに配置をさせていただいて、そして２人態勢でお客様をお招きする並びに感染対策を

していく、そういった方法もあるのかなと考えております。これについては、やはり内部の

体制の問題にもなってきますので、業務の問題も含めまして、そこら辺を十分協議をした上

で考えていきたいと思っております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） まずはトイレの洋式化、それはもう必ずやっていただきたい。必ず予

算をつけて行ってもらいたい。洞爺湖って素敵ねって回ってきて、いろいろなところを回っ

てきて、虻田の資料館に入った、または貝塚館に入った、まあ、ここが世界遺産の推薦を受

けたんだ、そこに入ってやはり、え、こうなの、というようながっかりさせることのないよ

うにしていただきたい。くれぐれもこれだけは早急にやっていただきたいと思います。町長

の考えは、ちょっとお聞きしたいのですが。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま私どもが管理している公共施設、やるべきことはやはりきっ

ちりやっていくと、こういう姿勢を持ってまいりたい。特にトイレに関しましては、以前か

ら計画的に順次変えてきました。教育委員会の、残念ながら僕もちょっと知らなかったとこ

ろあったのですが、順次、これは整備していかなければならないだろうと思っております。

お客様が来たときのおもてなし、洞爺湖温泉の遊歩道にあるトイレについては、全て洋式に

やらさせていただきました。また、とうやの水の駅の下に湖畔側にあるトイレ、ここも議会
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の議決を頂いて洋式に変えております。また、駅前のトイレ、交流センターそれから駅前の

トイレも洋式に変えさせていただいております。教育委員会のやつが残っておりましたので、

順次整備をしてまいりたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 最後に、順次やっていただけると、そういうお話を聞いてほっとしま

した。できるだけ早くその洋式、そしてトイレで手を洗う場所、整備していただきたい。そ

してその新しくできた公園、新しくできた高砂のほうの公園ですが、結構あそこ、散歩して

いる方々がおられて、その人たちの話を日にちを変えてちょっと聞いてみたのですが、水を

飲む場所があったらいいなという声がありました。あと、今はいいのだけれども、夏の暑い

ときなら、日陰になるような場所、そういった場所がほしいな、そういう意見もありました。

それから、ところどころに休憩のための椅子が置いてあります。その椅子においても、これ

３人でかけれる、２人というところなのですよね。やはり、ちょっと荷物や何かを置いたら

悠々と座るなら２人ぐらいかな、ちょっと詰めれば３人かなとは思いますが、全部にではな

くても、ところどころにはやはり二つぐらいあったらいいな、そういう意見があったことを

ちょっとお伝えして、私の一般質問とします。 

○議長（大西 智君） これで、８番、今野議員の質問を終わります。 

ここで休憩といたします。再開を３時10分といたします。 

                               （午後 ３時００分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ３時１０分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を続けます。 

  次に、２番、大久保議員の質問を許します。 

  ２番、大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ２番、大久保富士子でございます。令和２年12月定例会議に当た

り、公明党議員の一員として、通告に従いまして、順次ご質問をさせていただきます。 

  コロナウイルス感染は、依然、世界中で猛威を振るっております。我が国は、今、政治が

最優先で、取り組むべき課題は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎつつ、社会活動、経済

活動を本格軌道に乗せていくことです。そして、感染拡大に対する備えとして、何と言って

も急がれているのは、治療薬とワクチンの開発、確保であります、と言われています。私た

ちは、新型コロナウイルスに翻弄された１年と多くの人が思っているのではないでしょうか。 

12月３日の新聞の１面に「胆振管内の新型コロナウイルス、11月新規感染者は121人と

なった。これまでの月別最多10月計36人の3.36倍に急増。11月だけで計５件のクラスター、

感染者集団も発生し、感染者数は増加に拍車をかけた」と掲載されました。胆振管内は、12

月に入っても、連日感染者が増えております。急速な感染拡大の中、12月８日は、洞爺湖町
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に初の感染者が確認されました。感染された方々の一日も早い回復をお祈りいたしますとと

もに、集団感染、死亡者が出ないことを日々祈りつつ、洞爺湖温泉の皆様とともに励まし合

いながら、この災難を乗り越えていきたいと思っております。 

私たちは、目に見えないウイルスとの闘いに日々、日常マスクを着用する新しい生活のス

タイルに変わりました。そして、今年度は新型コロナウイルス感染拡大により、感染防止の

観点から、密を避けるため、多くの事業の見直しやイベントの中止をせざるを得ない状況と

なっております。また、感染対策による生活の変化に、今まで以上に疲れを感じている人は

少なくないと思います。そんな中、町民の皆様の健康の維持や病気の予防に対して対応して

いただき、職員の皆様には、通常業務に増して、コロナウイルス対策に尽力されていると察

しております。皆様の対応業務より、多くの町民の皆様、事業者の方々が助かっていると

思っております。この場をかりて感謝を申し上げます。 

  これから質問に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  コロナ禍により、全国の健康診断の受診率が大幅に減少したと言われております。そこで、

洞爺湖町のがん検診の支援についてお伺いいたします。 

  国立がんセンターの統計資料によれば、2018年の女性の罹患者が多い部位は、１位が大腸、

２位は肺、３位は膵臓、4位は胃、5位は乳房と記されています。また、どの部位のがん死亡

が多いか、年齢による変化では、女性は40代で乳がん、子宮がん、卵巣がんの死亡が多くを

占めるが、高齢になるほどその割合は減少し、消化器系の割合が増加するそうです。女性が

子供を授かり、産み育てていく20代から40代の若いときに罹患する可能性が多くあり、死に

至る場合もあります。しかし、他のがんも含め、早期発見することが重要です。そのために、

町で行われている健康診断はとても大切で、多くの皆様が受診し、少しでも早く治療に進め

るようになればよいと思っております。そこで、１年に１度しか受診機会がない今年度の乳

がん検診の取組についてお伺いいたします。 

  コロナ禍により、検診の延期、中止をしているとお聞きしますが、町の検診事業の状況と

無料クーポン券の配布の実施についてお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問についてお答えいたしたいと思いま

す。 

  乳がん検診について、その事業の今年度の対応ということでお答えさせていただきます。

乳がん検診につきましては、健康福祉センターで実施する集団検診と、医療機関で受診をし

ていただく個別検診の２種類に分かれております。令和元年度の乳がん検診は、今年の１月

に実施されております。検診の対象者は、町内の40歳以上の方が対象者となります。数でい

きますと、3,460名ということになります。そのうち、検診を受けた方は201名という状況と

なっております。 

乳がん検診は、毎年行っておりますが、検診の対象となるのは２年に１度という形になっ

ております。無料クーポンの配付につきましては、満40歳から５歳刻みで60歳までの方が対
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象となる形になります。対象者へは、毎年７月にクーポンを発送しているところでございま

す。 

今年度の乳がんの集団検診につきましては、令和３年１月28日、29日に検診が予定されて

おります。検診の日の直前のコロナウイルスの感染拡大状況により、中止とする可能性もご

ざいますが、議員のほうでもおっしゃっていただきましたとおり、年に一度しか行えない婦

人科検診ですので、事業を現在実施する予定で関係機関とも連絡調整を密に行いながら進め

ているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） コロナ禍の大変な中で推進していることは分かりました。平成30

年の国の乳がん検診受診率は41％で、国は受診率を50％の目標にしております。町は、例年

と比較しての今年度の受診率を把握してますかとの質問の予定でしたが、答弁にありますよ

うに今年度は来年１月の検診予定なので、把握はできないと思います。 

  そこで、昨年、例年と比較して、昨年の受診率をお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問についてお答えいたしたいと思いま

す。 

  先ほども申し上げましたが、今年の１月に乳がんの検診を行っております。受診率といた

しましては、5.8％となっております。受診率ということでいきますと、乳がんの検診につ

きましては、国立がん研究センターが示しております推奨グレード、推奨の基準なのですけ

れども、それに基づきまして、マンモグラフィーによる検診を町としては実施しております。

マンモグラフィーの検査の場合は、検査精度が高いとされておりますので、国立がんセン

ターによりますと、受診につきましては、皆さん２年に１度の受診でよいとされているとこ

ろでございます。受診率につきましては、隔年で２年に１度しか受診できないことから、単

年の平均というのは、なかなか傾向というのは出しづらいというところではございますが、

平成28年度から、また対象者の把握も変更となっております。そのため、正確な比較とはな

らないのですけれども、２か年で２年に１度の受診なものですから、２か年で計算しますと、

平成28年、29年度の受診率は、12.2％、平成30年、令和元年度では10.1％となっており、減

少傾向となっております。ただ、職場での健康診断とか、そういったものもございまして、

そういったところで町の検診とは別に受診されているケースもございまして、そういった人

数につきましては、今回の傾向のパーセンテージとしては捉えておりませんので、ご了承い

ただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 了解いたしました。乳がんは早期発見で９割が治ると言われてお

ります。早期発見により、命を守るためにも検診は大事です。今後、検診受診率の向上のた
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めに対応・対策、どのように考えているかお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

  現在の取組といたしましては、平成30年度の受診者数が少なかったことから、特定検診時

など折に触れて受診の勧奨を行ってまいりました。また、令和元年度の集団検診の実施前に、

クーポンの未使用者及び平成28年、29年に検診を受けていただいていて、平成30年に検診を

受けていない未受診者に、そういう方を把握いたしまして、290名に対しまして受診勧奨の

はがきを再度送付をいたしました。その結果、52名の受診の増につながっております。 

また、新たな受診率向上につながる取り組みとしまして、婦人科と一般のがん検診が可能

となる札幌市の対がん協会でのバス検診を予定しておりましたが、今年度はコロナ禍のこう

いう状況でございまして、中止としております。無料クーポンの配付、受診勧奨につきまし

ても、今年度につきましては、中止といたしましたが、今後、次年度以降、また新たにそう

いう取組を、札幌市の対がん協会でのバス検診などの受診率の向上を図ってまいりたいと考

えております。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 了解でございます。洞爺湖町としても、50％の受診率を目標に知

恵を出し、尽力していただきたいと思います。そのことが若い女性の命を守り、医療費削減

につながると思います。また昨年９月会議に乳がんを自己検診するための特殊な手袋を対象

者への配付について提案をいたしました。前センター長より前向きなご答弁をいただきまし

たが、進捗状況についてお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問についてお答えをさせていただきま

す。 

  議員から提案の頂きました手袋の配付につきましては、令和２年度の乳がん検診から実施

させていただいております。無料クーポンの発送のときに併せまして、乳房自己検診補助用

具であります手袋を同封して、対象者全員に発送を行っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ありがとうございます。日頃より、町の保健事業に携わっている

職員の努力に感謝いたします。私も微力ながら、受診向上の推進と周知などに努めていきた

いと思っております。 

  次に、２番目の高齢者への支援についての質問でございます。 

  新型コロナウイルス感染拡大により、外出自粛などによって、60歳以上の７割が社会と関

わり合いが減ったと感じていると言われております。緊急事態宣言が解除されて既に６か月
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が過ぎ、集団感染拡大など、コロナの終わりが見えない状況が続くとシニア世代が以前の

ペースを取り戻すのは大変ではなさそうです。４割以上の高齢者で、外出の頻度が低下して

おり、家に閉じ籠もりは、心も健康も損ねます。 

  そこで、高齢者の虚弱（フレイル）予防強化対策についてお伺いいたします。近年、家族

構成を含め、社会構造の変化により、核家族化が進み、独り暮らしの高齢者が増えていると

言われております。町において、70歳以上の暮らしの方は何人おりますか。また、介護認定

を受けていない方は何人おられるかお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） 70歳以上の独り暮らしの方の人数についてということでござ

いますが、社会福祉協議会におきまして、独居等高齢者の実態把握調査といったものを行っ

てございます。この調査に基づきまして、毎月集計いただいているところでございますけれ

ども、10月末現在の数字では683名との報告でございました。また、介護認定を受けておら

れない65歳以上の方についてでございますけれども、８月末現在では2,886名となっている

ところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ありがとうございます。コロナ禍の中で、近隣の語らいの機会も

少なくなり、独り暮らしの高齢者の方が不安を抱えているのではないかと思っております。

そこで、高齢者の方より健康面に対するご相談があると思いますが、どのようなご相談があ

りますか。お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問についてお答えをさせていただきた

いと思います。 

  健康相談につきましては、健康福祉センターのほうで一括して相談業務を受けさせていた

だいております。そのさわやかへの電話による健康相談は、今年の２月から６月までで10件

ございました。感染症に対する不安というのは、そういう不安のご相談がほとんどで、11月

には１件の相談がございました。健康相談に関しましては、合わせて11件という状況になっ

ております。その相談内容につきましては、発熱に関する相談があり、かかりつけ医へ電話

で相談するようということで、そういう発熱時の対応について回答をといいますか、相談に

のっているところで、そういう対応をさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 献身的な対応を行っていることが分かりますが、高齢者の方が安

心して日常生活を送る支援として、どのような見守り支援、サポート事業を行っていますか。

お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまご質問のどのような見守り支援、サポート事業と

いったようなものを行っておりますかということでした。高齢者の方々の見守り支援に関し

ます事業についてでございますが、町といたしましても、様々な取組を行っているところで

ございます。 

まず、民間事業者との連携によります取組といたしましては、町内の28事業者で高齢者宅

へ配達等により、訪問の際に配達員の方が異変等に気づかれた場合には、役場や警察、消防

などの機関への連絡に協力を頂いており、現在、北海道新聞社や町郵便局などの４事業者と

は見守り協定も締結の上で支援に努めているところでございます。 

自治会との連携による取組といたしましては、見守り支援を希望されます高齢者の方が、

毎日玄関に旗を上げて、自らの安否を近所にお知らせをする見守り活動を実施する自治会に

対しまして、幸せの旗を無償で貸与し、自治会の活動を支援しております。このほかにも緊

急通報装置の無償対応や徘徊高齢者見守り支援機器の無償貸与なども行っているところでご

ざいます。 

さらに、日常的な取組といたしましては、それぞれの地区におけます民生委員、児童委員

が自治会と連携の上で独居の方を含めます高齢者世帯につきまして、定期的に見守り活動に

当たっていただいているところでございます。 

  また、社会福祉協議会における取組といたしましても、地域助け合いボランティアポイン

ト事業の中で、支援を希望されます高齢者の方々に、自治会による声かけ訪問ですとか日常

的な見守り活動が行っているところでもございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 課長の答弁をお聞きし、私の認識不足に正直驚いております。高

齢者にたくさんの支援事業を行っていることが分かりました。 

高齢者の方より、元気な老人には何の支援もないの、とよく言われます。見守りのような

よい支援があるのにと思いました。高齢者の皆さんが支援を知っていないことが残念でなり

ません。ＰＲとか周知とかが不十分ではないでしょうかと思います。支援を知ることにより、

高齢者の方が少しでも安心して暮らせると思うところでございます。よく検討して、多くの

方に支援を知っていただくことが大事だと思います。 

  次の質問でございます。終わりの見えないウイルス流行、高齢者が感染を恐れて自宅に閉

じ籠もりがちな暮らしが長く続くと、身体機能や認知機能が低下して、要介護の一歩手前の

フレイル、虚弱と呼ばれる状況に陥ると懸念され、この状況が続くと、コロナフレイルが顕

在化するおそれがあると指摘されています。新たな生活様式に合わせた健康づくりを自治体

が責任を持って進めることが必要と高齢社会機構が訴えています。本格的な冬を迎えるに当

たり、高齢者の方は感染防止のため、今まで以上に外出を控えることになると思われます。

そこで、町としての虚弱予防強化の取組についてお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 
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○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問についてお答えをさせていただいき

たいと思います。 

  現在は、都市部以外でのコロナウイルスの感染も拡大している状況でもあります。そのた

め、無理をして通いの場でありますサロンなどへの勧奨というのは行っておりませんが、高

齢者の方々が自宅にいる時間か多くなって、生活環境が変わってしまうことにより、体力低

下や先ほどおっしゃっておりました心身の状態が悪化することが心配されております。私ど

ももそういったために外に出るということではなく、洞爺湖町健康づくり推進委員会の活動

として便りを発行させていただいております。その便りによりまして、自宅で行える運動、

または食生活の中で免疫力を向上させる食事の工夫、また口腔ケアということも虚弱状態、

そのフレイルと言われます状態も考慮されますことから、そういった口腔ケア、心の健康、

トレーニング室、さわやかに、また洞爺地区にもございますが、トレーニング室の利用など、

そういったお知らせなどをコロナ禍によるフレイルとならないように、各々が健康管理でき

るお知らせをご案内しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 取組は分かりました。虚弱な状態は、早期の発見と適切な対応を

行うことで、健康な状態に戻したりすることができると言われております。予防の推進、大

いに期待しております。 

  最後の質問でございます。近年、社会問題化している高齢者ドライバーによる事故、こう

した中、免許を自主返納する人も増えています。その反面、仕事や通院、買い物など、交通

手段のことで悩み、手放せない高齢者も少なくないのも実情です。そこで、高齢者運転免許

自主返納対策についてのご質問でございます。 

  高齢者の運転する車が歩行者を巻き込むなど、痛ましい事故が各地で相続いております。

こうした実績から、全国的に免許を自主返納する高齢者が増加傾向にありますが、高齢者ド

ライバーの方より町に運転免許自主返納に関するご相談、お問合せなどありますか。お聞き

いたします。 

○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） 運転免許自主返納に対する相談、問合せ、また相談の内容につい

てでございます。町民の方より、具体的な運転免許証返納に対する相談の実績は今のところ

ございませんが、洞爺湖町では、高齢者の交通事故の事故防止を図ることを目的としまして、

一般社団法人伊達地区交通安全協会を通じて、運転免許証を自主返納された方に対し、代わ

りとなる運転経歴証明書の発行に係る手数料の助成を昨年度より実施してございます。昨年

度の実績でございますが、34名、３万7,400円を伊達地区交通安全協会交付金として支出し

てございます。 

なお、伊達署管内の運転免許証の返納状況について、伊達署より洞爺湖町のデータの提供

を頂きましたので、ご報告させていただきます。まず、令和元年度につきましては、伊達署
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管内で176名、洞爺湖町単体では34名、令和２年度では、４月１日から現在までで伊達署管

内で86名、洞爺湖町単体では16名となっている状況でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 課長の答弁によりますと、返納に対して運転経歴証明書の発行手

数料に助成を行われていることが分かりました。しかし、高齢者ドライバーの方より、自主

返納に対し、補助の件でたくさんの要望を伺っております。タクシーの割引券などの声とか、

交通手段のことなどの相談もあります。そこで、町として運転免許証自主返納に対しての支

援、対応策の考えがあるかお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 免許返納後の支援の関係でございます。免許返納後の移動手段と

いたしましては、時間、ルートなどの制約もございますけれども、また自動車に比べると不

便な点もございますが、町の運行する公共交通などのサービス、こういったものを利用いた

だくこととしております。 

洞爺湖町では、虻田地区、洞爺地区、花和地区において町の運行するコミュニティバス、

タクシーのほか、民間事業者の運行するバス路線、営業タクシー等により、高齢者を含めた

町民の移動手段を確保しているところでございます。70歳以上の高齢者は、町のコミュニテ

ィバスと民間事業者の路線バスが町内の全区間100円の低価格で利用でき、免許返納時に地

域公共交通への移行の際に大きな負担とならないよう、平成29年の料金有料化の際に、免許

返納も見据えた料金設定をしているところでございます。 

また、平成27年から洞爺地区、月浦地区の二地区を虻田地区へ結ぶ買い物支援バスを運行

しており、平成29年度からはこのバスに洞爺湖温泉地区にもエリアを拡大して運行しており、

買い物支援バスの利用者といたしましては増加傾向となっているところでございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 高齢者ドライバーの自主返納の推進として、返納を見据えた交通

手段に公共交通の利用に助成をして、町内全区の100円のバス代で支援をしているというこ

とですね。今回、初めて支援について知りました。ご要望、ご相談された高齢者の方に、こ

の支援の話をお伝えしていきたいと思います。 

そこで、バスの利用状況はどのようになっておりますかお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 本年９月までの１年間のバス利用でございます。新型コロナウイ

ルス感染症の外出自粛との要請もあり、減少傾向にございます。具体的なバスの利用状況と

いたしましては、虻田地区コミュニティバスでは、１年間9,657人、前年比で859人、8.2％

の減。利用の状況としては高齢者の利用率は85％となっております。洞爺地区のコミュニテ

ィバスにつきましては、１年間の利用者1,204人、前年比で316人、20.8％の減となっており、

高齢者の利用率は98％となってございます。花和地区につきましては、１年間51人の利用で、

前年比で61人、54.５％の減で、こちらの利用は、高齢者のみの利用となっております。買
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い物支援バスにつきましては、今年度上半期の状況で981人となっておりまして、こちらの

バスのみ増加となっており、前年比127人、14.9％の増となっております。なお、買い物支

援バスの利用状況につきましては、洞爺地区が41％、月浦地区が２％、洞爺湖温泉が57％と

なっております。花和地区のコミュニティタクシーにつきましては、現在高齢者の利用150

円で運行してございますけれども、年々利用が減少してございます。今後の利用見込みから、

運行方法を調査し、地域公共交通活性化協議会において、運行方法も含めて協議いただくこ

ととしているところでございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 了解いたしました。コミュニティバスの企画の担当は、随分頑

張っていることが分かります。なかなかニーズが違い、なかなか難しい問題だと思っており

ます。そこで、４月より新しいコミュニティバスが運行され、多くの方に利用していただけ

るような利用拡大に向け、周知やＰＲをしっかりと行うべきではないかと思いますが、今後

の取組についてお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 今後の利用促進に向けた住民周知等につきましては、これまで運

行時刻、運行ルート、料金や利用方法をまとめたバス運行の案内を毎年町内へ全戸配布して

おります。広報についても、バスに関する内容を掲載し、これまで利用促進に努めてきたと

ころでございます。また、出前説明会や個別意見交換、職員が直接バスに乗り込み実施する

条項調査により、利用の実態や利用者のニーズを把握して、利用しやすい運行形態に改善し

ているところでございます。 

過去には、道南バスと連携して、実際の路線バスを使用した住民向けのバスの乗り方教室

の実施や、町内の老人クラブへの説明など、新たな利用者の確保に向けた取組も行ってきた

ところでございます。 

来年４月からは、アイヌ民族共生拠点施設ウトゥラノの開設に合わせて、アイヌ政策交付

金を活用し、拠点施設へのバス停を新設し、合わせてバスを購入し、運行することとしてお

ります。このバスにつきましては、児童が選定したアイヌ文様のロゴマークを施し、ノンス

テップタイプの車両で乗車時の負担軽減や乗り心地も改善され、デザイン性や乗車性からも

乗ってみたいと思えるような仕様としております。新型バスの導入に併せまして、住民への

周知、ＰＲにより、新たな利用者の確保に努めてまいりたいと存じます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 町民の皆様が安心して安全で喜んで利用していただけますよう、

対応大いに期待いたしまして、一般質問を終わらさせていただきます。ありがとうございま

す。 

○議長（大西 智君） これで、２番、大久保議員の質問を終わります。 

  本日の一般質問は、これで終了いたします。 

────────────────────────────────────────── 



－59－ 

◎散会の宣告 

○議長（大西 智君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

 

（午後 ３時４８分） 
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